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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濾過対象物を含む液体を収容する容積可変な空間を有する容器と、
　流路及び前記流路の途中で前記流路の延びる方向と交差する方向に前記流路と直接連通
するように前記流路の側壁に設けられた開口が内部に形成されており、且つ前記容器が取
り付けられ、前記容器の前記空間と前記流路とを連通する取付部を有する流路部材と、
　前記流路部材の内部であって、前記開口内に取り付けられる濾過フィルタと、
を備え、
　前記濾過フィルタは、前記濾過対象物を含む液体が接触する主面を有するフィルタ部と
、前記フィルタ部の外周に設けられた保持部と、を有し、
　前記フィルタ部の前記主面は、前記流路の前記側壁とフラットな面を形成し、
　前記流路部材には、前記流路と前記流路部材の外部とを連通する回収孔が設けられてい
る、濾過装置。
【請求項２】
　前記主面は、前記流路を形成する壁面と面一である、
請求項１に記載の濾過装置。
【請求項３】
　前記容器の内壁の少なくとも一部は、移動可能であり
　前記容器は、前記内壁を移動させることによって前記空間の容積を変化させ、前記液体
を前記流路に供給する、請求項１又は２に記載の濾過装置。
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【請求項４】
　前記流路部材は、一端と他端とを有し、
　前記流路部材の前記一端には、前記取付部が設けられており、
　前記流路部材の前記他端には、前記流路を閉鎖する閉鎖部材が設けられている、
請求項１～３のいずれか一項に記載の濾過装置。
【請求項５】
　前記容器は、シリンジである、請求項１～４のいずれか一項に記載の濾過装置。
【請求項６】
　前記容器を第１容器とし、
　前記第１容器の前記空間を第１空間とし、
　前記取付部を第１取付部とし、
　前記濾過装置は、更に、容積可変な第２空間を有する第２容器を備え、
　前記流路部材は、前記第２容器が取り付けられ、前記第２容器の前記第２空間と前記流
路とを連通する第２取付部を有し、
　前記流路部材は、一端と他端とを有し、
　前記流路部材の前記一端には、前記第１取付部が設けられており、
　前記流路部材の前記他端には、前記第２取付部が設けられており、
　前記第２容器は、前記第１容器から前記流路を介して移動してきた前記濾過対象物を含
む前記液体を前記第２空間に収容する、請求項１～３のいずれか一項に記載の濾過装置。
【請求項７】
　前記第２容器の内壁の少なくとも一部は、移動可能であり
　前記第２容器は、前記内壁を移動させることによって前記第２容器の前記第２空間の容
積を変化させ、前記液体を前記流路に供給する、
請求項６に記載の濾過装置。
【請求項８】
　前記第１容器と前記第２容器とのうち少なくとも一方は、シリンジである、請求項６又
は７に記載の濾過装置。
【請求項９】
　前記流路部材は、
　　外壁面から内部方向に窪んだ凹部、前記凹部の凹面に開口を有する溝部、前記溝部と
接続される貫通孔で形成される第１流路及び第２流路、前記溝部と前記第１流路とを接続
する第１接続部、及び前記溝部と前記第２流路とを接続する第２接続部を有する第１流路
部材と、
　　前記第１流路部材の前記凹部に着脱可能に嵌合する凸部を有すると共に、前記第１流
路部材の前記溝部に配置される前記凸部の凸面に開口を有する排出流路が設けられた第２
流路部材と、
を備え、
　前記第１流路部材の前記溝部の前記開口に前記第２流路部材の前記凸部の前記凸面が配
置されることによって第３流路が形成され、
　前記第３流路は、前記第１接続部を介して前記第１流路に接続され、且つ前記第２接続
部を介して前記第２流路に接続され、
　前記濾過フィルタは、前記第３流路に配置され、
　前記第１容器の前記第１空間は、前記第１流路と連通し、
　前記第２容器の前記第２空間は、前記第２流路と連通する、
請求項６～８のいずれか一項に記載の濾過装置。
【請求項１０】
　前記第３流路の断面積は、前記第１流路及び前記第２流路の断面積よりも小さい、
請求項９に記載の濾過装置。
【請求項１１】
　前記第１流路部材は、前記凹部の側面において前記凹面に対して傾斜した凹部嵌合面を
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有し、
　前記第２流路部材は、前記凸部の側面において前記凸面に対して傾斜し、前記凹部嵌合
面と勘合する凸部嵌合面を有し、
　前記第２流路部材は、前記排出流路の内側に向かって突設する環状の第１枠部を有し、
　前記濾過装置は、更に、前記第２流路部材の内部で前記濾過フィルタの前記保持部を保
持する保持具を備え、
　前記保持部は、内部に前記排出流路を有する円筒状の第２枠部を有し、
　前記第２枠部の内周部分には、前記濾過フィルタの前記フィルタ部の一部に向かって突
出する第１段差部が設けられており、
　前記第１段差部は、前記第１枠部よりも前記排出流路の内側に配置され、
　前記濾過フィルタの前記保持部は、前記第１枠部と前記第２枠部とによって挟持される
、
請求項９又は１０に記載の濾過装置。
【請求項１２】
　濾過対象物を含む液体を収容する容積可変な空間を有する容器と、流路及び前記流路の
途中で前記流路の延びる方向と交差する方向に前記流路と直接連通するように前記流路の
側壁に設けられた開口が内部に形成されており、且つ前記容器が取り付けられ、前記容器
の前記空間と前記流路とを連通する取付部を有する流路部材と、前記流路部材の内部であ
って、前記開口内に取り付けられる濾過フィルタと、を備え、前記濾過フィルタは、前記
濾過対象物を含む液体が接触する主面を有するフィルタ部と、前記フィルタ部の外周に設
けられた保持部と、を有し、前記フィルタ部の前記主面は、前記流路の前記側壁とフラッ
トな面を形成し、前記流路部材には、前記流路と前記流路部材の外部とを連通する回収孔
が設けられている、濾過装置を準備するステップ、
　前記容器の前記空間の容積を変化させることによって、前記容器に収容された前記液体
を前記流路に供給するステップ、
　前記回収孔から前記流路内の前記濾過対象物を回収するステップ、
を含み、
　前記供給するステップは、前記濾過フィルタに前記液体を通過させることを含む、濾過
方法。
【請求項１３】
　前記準備するステップは、前記容器を第１容器とし、前記第１容器の前記空間を第１空
間とし、前記取付部を第１取付部とし、前記濾過装置は、更に、容積可変な第２空間を有
する第２容器を備え、前記流路部材は、前記第２容器が取り付けられ、前記第２容器の前
記第２空間と前記流路とを連通する第２取付部を有し、前記流路部材は、一端と他端とを
有し、前記流路部材の前記一端には、前記第１取付部が設けられており、前記流路部材の
前記他端には、前記第２取付部が設けられている、前記濾過装置を準備すること、を含み
、
　前記供給するステップは、前記第１容器の前記第１空間に収容された前記液体を、前記
流路を介して前記第２容器の前記第２空間に移動させること、を含む、
請求項１２に記載の濾過方法。
【請求項１４】
　更に、前記第２容器の前記第２空間の容積を変化させることによって、前記第２容器の
前記第２空間に収容された前記液体を前記流路に供給するステップを含み、
　前記第２容器の前記第２空間に収容された前記液体を前記流路に供給するステップは、
　　前記第２容器の前記第２空間に収容された前記液体を、前記流路を介して前記第１容
器の前記第１空間に移動させること、
　　前記濾過フィルタに前記液体を通過させること、
を含む、
請求項１３に記載の濾過方法。
【請求項１５】
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　更に、前記第１容器の前記第１空間に収容された前記液体を前記流路に供給するステッ
プと前記第２容器の前記第２空間に収容された前記液体を前記流路に供給するステップと
を繰り返すステップを含む、請求項１４に記載の濾過方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、濾過装置及び濾過方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、血液成分を含む液体を収容した容器と、セラミックフィルターとを具
備した循環系を構成し、血液成分を含む液体をクロスフロー濾過する濾過装置が開示され
ている。特許文献１に開示された濾過装置は、容器とフィルターとの間にポンプを配設す
るとともに、これらをチューブ等の配管により接続することによって循環系を構成してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特公平６－５７２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の濾過装置では、所望の液量の濾過を行うことが困難といっ
た点で、未だ改善の余地がある。
【０００５】
　本発明は、所望の液量の濾過を行うことができる濾過装置及び濾過方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の濾過装置は、
　濾過対象物を含む液体を収容する容積可変な空間を有する容器と、
　流路及び前記流路の途中で前記流路の延びる方向と交差する方向に設けられた開口が内
部に形成されており、且つ前記容器が取り付けられ、前記容器の前記空間と前記流路とを
連通する取付部を有する流路部材と、
　前記流路部材の内部に取り付けられ、前記開口に位置する濾過フィルタと、
を備える。
【０００７】
　本発明の一態様の濾過方法は、
　濾過対象物を含む液体を収容する容積可変な空間を有する容器と、流路及び前記流路の
途中で前記流路の延びる方向と交差する方向に設けられた開口が内部に形成されており、
且つ前記容器が取り付けられ、前記容器の前記空間と前記流路とを連通する取付部を有す
る流路部材と、前記流路部材の内部に取り付けられ、前記開口に位置する濾過フィルタと
、を備える、濾過装置を準備するステップ、
　前記容器の前記空間の容積を変化させることによって、前記容器に収容された前記液体
を前記流路に供給するステップ、
を含み、
　前記供給するステップは、前記濾過フィルタに前記液体を通過させることを含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、所望の液量の濾過を行うことができる濾過装置及び濾過方法を提供す
ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る実施の形態１の濾過装置の概略構成図である。
【図２】濾過フィルタの概略構成図である。
【図３】濾過フィルタの一部の拡大斜視図である。
【図４】図３の濾過フィルタの一部を厚み方向から見た概略図である。
【図５】本発明に係る実施の形態１の濾過方法のフローチャートの一例を示す図である。
【図６Ａ】本発明に係る実施の形態１の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図６Ｂ】本発明に係る実施の形態１の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図６Ｃ】本発明に係る実施の形態１の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図６Ｄ】本発明に係る実施の形態１の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図６Ｅ】本発明に係る実施の形態１の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図６Ｆ】本発明に係る実施の形態１の濾過方法の回収工程の一例を示す拡大図である。
【図６Ｇ】本発明に係る実施の形態１の濾過方法の回収工程の一例を示す拡大図である。
【図７】本発明に係る実施の形態１の変形例の濾過装置の概略構成図である。
【図８】本発明に係る実施の形態２の濾過装置の概略構成図である。
【図９】本発明に係る実施の形態２の濾過方法のフローチャートの一例を示す図である。
【図１０Ａ】本発明に係る実施の形態２の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図１０Ｂ】本発明に係る実施の形態２の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図１０Ｃ】本発明に係る実施の形態２の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図１０Ｄ】本発明に係る実施の形態２の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図１０Ｅ】本発明に係る実施の形態２の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図１０Ｆ】本発明に係る実施の形態２の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図１０Ｇ】本発明に係る実施の形態２の濾過方法の工程の一例を示す図である。
【図１１】本発明に係る実施の形態２の変形例の濾過装置の概略構成図である。
【図１２】本発明に係る実施の形態２の別の変形例の濾過装置の概略構成図である。
【図１３】本発明に係る実施の形態３の濾過装置の概略構成図である。
【図１４Ａ】本発明に係る実施の形態３の流路部材の概略構成を示す斜視図である。
【図１４Ｂ】本発明に係る実施の形態３の流路部材において、第１流路部材に第２流路部
材を取り付ける様子の一例を示す斜視図である。
【図１５】図１４ＡをＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図１６Ａ】本発明に係る実施の形態３の流路部材における第１流路部材の概略構成を示
す斜視図である。
【図１６Ｂ】図１６ＡをＢ１－Ｂ１線で切断した断面図である。
【図１６Ｃ】図１６ＡをＢ２－Ｂ２線で切断した断面図である。
【図１７Ａ】本発明に係る実施の形態３の流路部材における第２流路部材の概略構成を示
す断面図である。
【図１７Ｂ】本発明に係る実施の形態３の流路部材における第２流路部材を凸面側から見
た場合の概略構成を示す図である。
【図１８】本発明に係る実施の形態３の流路部材の一部を濾過フィルタが配置される位置
で切断した縦断面図である。
【図１９】図１８の濾過フィルタの拡大断面図である。
【図２０】本発明に係る実施の形態３の濾過装置を用いて濾過を行っている様子の一例を
示す概略図である。
【図２１】変形例の流路部材の概略構成を示す断面図である。
【図２２】別の変形例の流路部材の概略構成を示す断面図である。
【図２３】別の変形例の流路部材の概略構成を示す断面図である。
【図２４】別の変形例の流路部材の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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（本発明に至った経緯）
　特許文献１の濾過装置では、濾過する液体を収納する容器、フィルター、及びポンプを
チューブ等の配管で接続することによって循環系を構成している。特許文献１の濾過装置
は、ポンプにより容器から配管を介してフィルターに液体を供給することによって、液体
の濾過を行っている。
【００１１】
　しかしながら、特許文献１の濾過装置では、濾過する液体の液量は、配管の容積に依存
する。即ち、特許文献１の濾過装置では、配管の容積よりも少ない液量の濾過を行うこと
が困難である。このため、特許文献１の濾過装置では、所望の液量の濾過、例えば、１ｍ
ｌ以下の微量の濾過を行うことが困難である。
【００１２】
　本発明者らは、濾過対象物を含む液体を収容する容積可変な空間を有する容器から、濾
過フィルタが取り付けられた流路部材の流路に配管を介さずに液体を供給することによっ
て、所望の液量の濾過を行うことができることを見出し、本発明に至った。
【００１３】
　本発明の一態様の濾過装置は、
　濾過対象物を含む液体を収容する容積可変な空間を有する容器と、
　流路及び前記流路の途中で前記流路の延びる方向と交差する方向に設けられた開口が内
部に形成されており、且つ前記容器が取り付けられ、前記容器の前記空間と前記流路とを
連通する取付部を有する流路部材と、
　前記流路部材の内部に取り付けられ、前記開口に位置する濾過フィルタと、
を備える。
【００１４】
　このような構成により、所望の液量の濾過を行うことができる。
【００１５】
　前記濾過装置において、前記容器の内壁の少なくとも一部は、移動可能であり
　前記容器は、前記内壁を移動させることによって前記空間の容積を変化させ、前記液体
を前記流路に供給してもよい。
【００１６】
　このような構成により、容器内の液体を流路に容易に供給することができる。
【００１７】
　前記濾過装置において、前記流路部材は、一端と他端とを有し、
　前記流路部材の前記一端には、前記取付部が設けられており、
　前記流路部材の前記他端には、前記流路を閉鎖する閉鎖部材が設けられていてもよい。
【００１８】
　このような構成により、液体を濾過フィルタに通過させやすくすることができる。
【００１９】
　前記容器は、シリンジであってもよい。
【００２０】
　このような構成により、空間の容積をより簡単に変化させることができる。
【００２１】
　前記濾過装置において、前記容器を第１容器とし、
　前記第１容器の前記空間を第１空間とし、
　前記取付部を第１取付部とし、
　前記濾過装置は、更に、容積可変な第２空間を有する第２容器を備え、
　前記流路部材は、前記第２容器が取り付けられ、前記第２容器の前記第２空間と前記流
路とを連通する第２取付部を有し、
　前記流路部材は、一端と他端とを有し、
　前記流路部材の前記一端には、前記第１取付部が設けられており、
　前記流路部材の前記他端には、前記第２取付部が設けられており、
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　前記第２容器は、前記第１容器から前記流路を介して移動してきた前記濾過対象物を含
む前記液体を前記第２空間に収容してもよい。
【００２２】
　このような構成により、濾過対象物を含む液体を、流路部材の流路を介して、第１容器
と第２容器とに往復移動させることができる。これにより、濾過対象物にかかる圧力を低
減しつつ、所望の液量の濾過を行うことができる。
【００２３】
　前記濾過装置において、前記第２容器の内壁の少なくとも一部は、移動可能であり、
　前記第２容器は、前記内壁を移動させることによって前記第２容器の前記第２空間の容
積を変化させ、前記液体を前記流路に供給してもよい。
【００２４】
　このような構成により、第２容器の第２空間に収容された液体を流路に容易に供給する
ことができる。
【００２５】
　前記濾過装置において、前記第１容器と前記第２容器とのうち少なくとも一方は、シリ
ンジであってもよい。
【００２６】
　このような構成により、第１容器と第２容器とのうち少なくとも一方の空間の容積をよ
り簡単に変化させることができる。
【００２７】
　前記濾過装置において、前記流路部材は、
　　外壁面から内部方向に窪んだ凹部、前記凹部の凹面に開口を有する溝部、前記溝部と
接続される貫通孔で形成される第１流路及び第２流路、前記溝部と前記第１流路とを接続
する第１接続部、及び前記溝部と前記第２流路とを接続する第２接続部を有する第１流路
部材と、
　　前記第１流路部材の前記凹部に着脱可能に嵌合する凸部を有すると共に、前記第１流
路部材の前記溝部に配置される前記凸部の凸面に開口を有する排出流路が設けられた第２
流路部材と、
を備え、
　　前記第１流路部材の前記溝部の前記開口に前記第２流路部材の前記凸部の前記凸面が
配置されることによって第３流路が形成され、
　　前記第３流路は、前記第１接続部を介して前記第１流路に接続され、且つ前記第２接
続部を介して前記第２流路に接続され、
　　前記第３流路の断面積は、前記第１流路及び前記第２流路の断面積よりも小さく、
　前記濾過フィルタは、前記第３流路に配置され、
　前記第１容器の前記第１空間は、前記第１流路と連通し、
　前記第２容器の前記第２空間は、前記第２流路と連通してもよい。
【００２８】
　このような構成により、第１流路及び第２流路において液体の速度の増加を抑制すると
共に、濾過フィルタに面する第３流路において液体の速度を増加させることができる。こ
のため、濾過フィルタへの濾過対象物の目詰まりを抑制することができる。
【００２９】
　本発明の一態様の濾過方法は、
　濾過対象物を含む液体を収容する容積可変な空間を有する容器と、流路及び前記流路の
途中で前記流路の延びる方向と交差する方向に設けられた開口が内部に形成されており、
且つ前記容器が取り付けられ、前記容器の前記空間と前記流路とを連通する取付部を有す
る流路部材と、前記流路部材の内部に取り付けられ、前記開口に位置する濾過フィルタと
、を備える、濾過装置を準備するステップ、
　前記容器の前記空間の容積を変化させることによって、前記容器に収容された前記液体
を前記流路に供給するステップ、
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を含み、
　前記供給するステップは、前記濾過フィルタに前記液体を通過させることを含む。
【００３０】
　このような構成により、所望の液量の濾過を行うことができる。
【００３１】
　前記濾過方法において、前記準備するステップは、前記容器を第１容器とし、前記第１
容器の前記空間を第１空間とし、前記取付部を第１取付部とし、前記濾過装置は、更に、
容積可変な第２空間を有する第２容器を備え、前記流路部材は、前記第２容器が取り付け
られ、前記第２容器の前記第２空間と前記流路とを連通する第２取付部を有し、前記流路
部材は、一端と他端とを有し、前記流路部材の前記一端には、前記第１取付部が設けられ
ており、前記流路部材の前記他端には、前記第２取付部が設けられている、前記濾過装置
を準備すること、を含み、
　前記供給するステップは、前記第１容器の前記第１空間に収容された前記液体を、前記
流路を介して前記第２容器の前記第２空間に移動させること、を含んでもよい。
【００３２】
　このような構成により、濾過対象物にかかる圧力を低減しつつ、所望の液量の濾過を行
うことができる。
【００３３】
　前記濾過方法において、更に、前記第２容器の前記第２空間の容積を変化させることに
よって、前記第２容器の前記第２空間に収容された前記液体を前記流路に供給するステッ
プを含み、
　前記第２容器の前記第２空間に収容された前記液体を前記流路に供給するステップは、
　　前記第２容器の前記第２空間に収容された前記液体を、前記流路を介して前記第１容
器に移動させること、
　　前記濾過フィルタに前記液体を通過させること、
を含んでもよい。
【００３４】
　このような構成により、濾過対象物を含む液体を、流路部材の流路を介して、第１容器
と第２容器とに往復移動させることができる。これにより、濾過対象物にかかる圧力を低
減しつつ、所望の液量の濾過をより効率的に行うことができる。
【００３５】
　前記濾過方法において、更に、前記第１容器の前記第１空間に収容された前記液体を前
記流路に供給するステップと前記第２容器の前記第２空間に収容された前記液体を前記流
路に供給するステップとを繰り返すステップを含んでもよい。
【００３６】
　このような構成により、濾過対象物を含む液体を、流路部材の流路を介して、第１容器
と第２容器とに複数回往復移動させることができる。これにより、濾過対象物にかかる圧
力をさらに低減しつつ、所望の液量の濾過をより効率的に行うことができる。
【００３７】
　前記濾過方法において、更に、前記流路内の前記濾過対象物を回収するステップを含ん
でもよい。
【００３８】
　このような構成により、所望の液量の濾過を行い、濾過対象物を回収することができる
。
【００３９】
　以下、本発明に係る実施の形態１について、添付の図面を参照しながら説明する。また
、各図においては、説明を容易なものとするため、各要素を誇張して示している。
【００４０】
（実施の形態１）
［全体構成］
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　図１は、本発明に係る実施の形態１の濾過装置１Ａの概略構成図である。図１に示すよ
うに、濾過装置１Ａは、濾過対象物６１を含む液体６０を濾過する装置である。濾過装置
１Ａは、流路部材１０と、流路部材１０の内部に取り付けられる濾過フィルタ２０と、流
路部材１０に取り付けられる容器３０とを備える。実施の形態１では、容器３０は、チュ
ーブなどの配管を介さずに、流路部材１０に直接取り付けられる。
【００４１】
　本明細書において、「濾過対象物」とは、液体に含まれる対象物のうち濾過されるべき
対象物を意味している。例えば、濾過対象物６１は、液体に含まれる生物由来物質であっ
てもよい。「生物由来物質」とは、細胞（真核生物）、細菌（真性細菌）、ウィルス等の
生物に由来する物質を意味する。細胞（真核生物）としては、例えば、人工多能性幹細胞
（ｉＰＳ細胞）、ＥＳ細胞、幹細胞、間葉系幹細胞、単核球細胞、単細胞、細胞塊、浮遊
性細胞、接着性細胞、神経細胞、白血球、再生医療用細胞、自己細胞、がん細胞、血中循
環がん細胞（ＣＴＣ）、ＨＬ－６０、ＨＥＬＡ、菌類を含む。細菌（真性細菌）としては
、例えば、大腸菌、結核菌を含む。
【００４２】
　実施の形態１では、液体６０は細胞培養液であり、濾過対象物６１は細胞である。
【００４３】
＜流路部材＞
　流路部材１０の内部には、流路１１及び流路１１の途中で流路１１の延びる方向と交差
する方向に設けられた開口１３が形成されている。また、流路部材１０は、容器３０が取
り付けられ、容器３０の内部の空間Ｓ１と流路１１とを連通する取付部１６を有する。
【００４４】
　流路部材１０は、一端Ｔ１と他端Ｔ２とを有する。流路部材１０の一端Ｔ１には、容器
３０が取り付けられる取付部１６が設けられており、他端Ｔ２には閉鎖部材１２が設けら
れている。
【００４５】
　流路部材１０は、例えば、ポリカーボネート、ポリアセタール、又はアクリルなどから
形成されている。
【００４６】
　流路１１は、流路部材１０の一端Ｔ１から他端Ｔ２に向かって形成されている。流路１
１は、例えば、断面が円形に形成されている。流路１１は、取付部１６を貫通している。
流路部材１０の一端Ｔ１に位置する流路１１の一端Ｅ１には、容器３０が取り付けられて
いる。流路部材１０の他端Ｔ２に位置する流路１１の他端Ｅ２は、閉鎖部材１２によって
閉鎖されている。また、流路１１は、開口１３と、濾過対象物６１を回収する回収孔１４
とに接続されている。
【００４７】
　流路１１の容積は、濾過が終了したときに、流路１１に所望の液量の濾過対象物６１を
含む液体６０が残るように設計されている。実施の形態１では、流路部材１０の流路１１
の容積は、例えば、０．４ｍｌである。
【００４８】
　閉鎖部材１２は、流路１１の他端Ｅ２を閉鎖する部材である。閉鎖部材１２は、流路１
１の他端Ｅ２から液体６０が漏れないように流路１１を塞いでいる。具体的には、閉鎖部
材１２は、流路部材１０の他端Ｔ２に設けられている。
【００４９】
　開口１３は、流路１１の途中に設けられた孔である。開口１３は、流路１１の延びる方
向と交差する方向に設けられている。実施の形態１では、開口１３は、流路１１の延びる
方向と直交する方向に設けられている。具体的には、開口１３は、流路１１の中央部分の
側壁から流路部材１０の底面に向かって流路部材１０の内部に設けられている。また、開
口１３は、流路１１と流路部材１０の外部とを連通している。即ち、開口１３は、液体６
０を排出する排出流路として機能する。
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【００５０】
　回収孔１４は、濾過終了後に流路１１内の濾過対象物６１を回収するための孔である。
回収孔１４は、流路１１の延びる方向と交差する方向に設けられている。また、回収孔１
４は、キャップ１５によって塞がれている。実施の形態１では、回収孔１４は、流路１１
の延びる方向と直交する方向に設けられている。具体的には、回収孔１４は、流路１１の
中央部分の側壁から流路部材１０の上面に向かって流路部材１０の内部に設けられている
。また、回収孔１４は、流路１１と流路部材１０の外部とを連通している。
【００５１】
　取付部１６は、流路部材１０の一端Ｔ１に設けられている。取付部１６は、容器３０が
取り付けられ、容器３０の内部の空間Ｓ１と流路１１とを連通する。取付部１６は、容器
３０を取り付け可能な形状を有している。具体的には、取付部１６は、容器３０の先端形
状に沿った形状を有している。また、取付部１６の内部には、流路１１が貫通しており、
流路１１の一端Ｅ１が位置する。これにより、容器３０が取付部１６に取り付けられたと
き、容器３０の内部の空間Ｓ１と流路部材１０とを連通する。
【００５２】
＜濾過フィルタ＞
　濾過フィルタ２０は、液体６０に含まれる濾過対象物６１を濾過するフィルタである。
濾過フィルタ２０は、流路部材１０の内部に取り付けられ、開口１３に位置する。具体的
には、濾過フィルタ２０は、流路部材１０の流路１１と開口１３が接続される部分に取り
付けられている。実施の形態１では、濾過フィルタ２０は、金属製多孔膜である。
【００５３】
　図２は、濾過フィルタ２０の概略構成を示す平面図である。図３は、濾過フィルタ２０
の一部の拡大斜視図である。図２及び図３中のＸ、Ｙ、Ｚ方向は、それぞれ濾過フィルタ
２０の横方向、縦方向、厚み方向を示している。
【００５４】
　図２に示すように、濾過フィルタ２０は、フィルタ部２１と、フィルタ部２１の外周に
設けられた保持部２２とを備える。図３に示すように、濾過フィルタ２０は、互いに対向
する第１主面ＰＳ１と第２主面ＰＳ２とを有している。実施の形態１では、濾過フィルタ
２０の第１主面ＰＳ１は、流路部材１０の流路１１の側壁とフラットな面を形成している
。
【００５５】
　フィルタ部２１は、第１主面ＰＳ１と第２主面ＰＳ２とを貫通する複数の貫通孔２３が
形成されたフィルタ基体部２４を備える。
【００５６】
　濾過フィルタ２０の基体部分を形成するフィルタ基体部２４を構成する材料は、金属及
び／又は金属酸化物を主成分としている。フィルタ基体部２４は、例えば、金、銀、銅、
白金、ニッケル、パラジウム、チタン、これらの合金及びこれらの酸化物であってもよい
。
【００５７】
　濾過フィルタ２０の外形は、例えば、円形、長方形、又は楕円形である。実施の形態１
では、図２に示すように、濾過フィルタ２０の外形は、略円形である。なお、本明細書に
おいて、「略円形」とは、短径の長さに対する長径の長さの比が１．０以上１．２以下で
あることをいう。
【００５８】
　フィルタ部２１は、複数の貫通孔２３が形成された板状構造体である。フィルタ部２１
の形状は、例えば、円形、長方形、楕円形である。実施の形態１では、フィルタ部２１の
形状は、略円形である。
【００５９】
　図４は、図３の濾過フィルタ２０の一部を厚み方向（Ｚ方向）から見た概略図である。
図４に示すように、複数の貫通孔２３は、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１及び第２主面
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ＰＳ２上に周期的に配置されている。具体的には、複数の貫通孔２３は、フィルタ部２１
においてマトリクス状に等間隔で設けられている。
【００６０】
　実施の形態１では、貫通孔２３は、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１側、即ちＺ方向か
ら見て、正方形の形状を有する。なお、貫通孔２３は、Ｚ方向から見た形状が正方形に限
定されず、例えば長方形、円形、又は楕円などの形状であってもよい。
【００６１】
　実施の形態１では、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１に対して垂直な面に投影した貫通
孔２３の形状（断面形状）は、長方形である。具体的には、貫通孔２３の断面形状は、濾
過フィルタ２０の半径方向の一辺の長さが濾過フィルタ２０の厚み方向の一辺の長さより
長い長方形である。なお、貫通孔２３の断面形状は、長方形に限定されず、例えば、平行
四辺形又は台形等のテーパー形状であってもよいし、対称形状であってもよいし、非対称
形状であってもよい。
【００６２】
　実施の形態１では、複数の貫通孔２３は、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１側（Ｚ方向
）から見て正方形の各辺と平行な２つの配列方向、即ち図４中のＸ方向とＹ方向に等しい
間隔で設けられている。このように、複数の貫通孔２３を正方格子配列で設けることによ
って、開口率を高めることが可能であり、濾過フィルタ２０に対する液体の通過抵抗を低
減することができる。このような構成により、処理時間を短くし、濾過対象物６１へのス
トレスを低減することができる。
【００６３】
　なお、複数の貫通孔２３の配列は、正方格子配列に限定されず、例えば、準周期配列、
又は周期配列であってもよい。周期配列の例としては、方形配列であれば、２つの配列方
向の間隔が等しくない長方形配列でもよく、三角格子配列又は正三角格子配列などであっ
てもよい。なお、貫通孔２３は、フィルタ部２１に複数設けられていればよく、配列は限
定されない。
【００６４】
　貫通孔２３の間隔は、分離する細胞の種類（大きさ、形態、性質、弾性）又は量に応じ
て適宜設計されるものである。ここで、貫通孔２３の間隔とは、図４に示すように、貫通
孔２３をフィルタ部２１の第１主面ＰＳ１側から見て、任意の貫通孔２３の中心と隣接す
る貫通孔２３の中心との距離ｂを意味する。周期配列の構造体の場合、貫通孔２３の間隔
ｂは、例えば、貫通孔２３の一辺ｄの１倍より大きく１０倍以下であり、好ましくは貫通
孔２３の一辺ｄの３倍以下である。あるいは、例えば、フィルタ部２１の開口率は、１０
％以上であり、好ましくは開口率は、２５％以上である。このような構成により、フィル
タ部２１に対する液体の通過抵抗を低減することができる。そのため、処理時間を短くす
ることができ、細胞へのストレスを低減することができる。なお、開口率とは、（貫通孔
２３が占める面積）／（貫通孔２３が空いていないと仮定したときの第１主面ＰＳ１の投
影面積）で計算される。
【００６５】
　フィルタ部２１の厚みは、貫通孔２３の大きさ（一辺ｄ）の０．１倍より大きく１００
倍以下が好ましい。より好ましくは、フィルタ部２１の厚みは、貫通孔２３の大きさ（一
辺ｄ）の０．５倍より大きく１０倍以下である。このような構成により、液体に対する濾
過フィルタ２０の抵抗を低減することができ、処理時間を短くすることができる。その結
果、濾過対象物６１へのストレスを低減することができる。
【００６６】
　フィルタ部２１において、濾過対象物６１を含む液体が接触する第１主面ＰＳ１は、表
面粗さが小さいことが好ましい。ここで、表面粗さとは、第１主面ＰＳ１の任意の５箇所
において触針式段差計で測定された最大値と最小値の差の平均値を意味する。実施の形態
１では、表面粗さは、濾過対象物６１の大きさより小さいことが好ましく、濾過対象物６
１の大きさの半分より小さいことがより好ましい。言い換えると、フィルタ部２１の第１



(12) JP 6954361 B2 2021.10.27

10

20

30

40

50

主面ＰＳ１上の複数の貫通孔２３の開口が同一平面（ＸＹ平面）上に形成されている。ま
た、フィルタ部２１のうち貫通孔２３が形成されていない部分であるフィルタ基体部２４
は、繋がっており、一体に形成されている。このような構成により、フィルタ部２１の表
面（第１主面ＰＳ１）への濾過対象物６１の付着が低減され、液体６０の抵抗を低減する
ことができる。
【００６７】
　フィルタ部２１の貫通孔２３は、第１主面ＰＳ１側の開口と第２主面ＰＳ２側の開口と
が連続した壁面を通じて連通している。具体的には、貫通孔２３は、第１主面ＰＳ１側の
開口が第２主面ＰＳ２側の開口に投影可能に設けられている。即ち、フィルタ部２１を第
１主面ＰＳ１側から見た場合に、貫通孔２３は、第１主面ＰＳ１側の開口が第２主面ＰＳ
２側の開口と重なるように設けられている。実施の形態１において、貫通孔２３は、その
内壁が第１主面ＰＳ１及び第２主面ＰＳ２に対して垂直となるように設けられている。
【００６８】
　保持部２２は、フィルタ部２１の外周に設けられている。保持部２２の厚みは、フィル
タ部２１の厚みよりも厚くてもよい。このような構成により、濾過フィルタ２０の機械強
度を高めることができる。
【００６９】
　保持部２２は、濾過フィルタ２０と保持具（図示せず）とを接続する接続部として機能
する。実施の形態１では、濾過フィルタ２０は、保持具によって保持部２２を保持するこ
とにより、開口１３に取り付けられている。
【００７０】
　保持部２２は、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１側から見て、リング状に形成されてい
る。濾過フィルタ２０を第１主面ＰＳ１側から見て、保持部２２の中心は、フィルタ部２
１の中心と一致する。即ち、保持部２２は、フィルタ部２１と同心円上に形成されている
。
【００７１】
　また、保持部２２には、フィルタの情報（例えば、貫通孔２３の寸法など）を表示して
もよい。
【００７２】
＜容器＞
　図１に戻って、容器３０は、濾過対象物６１を含む液体６０を内部に収容する容器であ
る。容器３０は、流路部材１０の一端Ｔ１に設けられた取付部１６に取り付けられる。こ
れにより、容器３０は、流路部材１０の流路１１の一端Ｅ１に取り付けられる。容器３０
の内部には、濾過対象物６１を含む液体６０を収容する容積可変な空間Ｓ１が形成されて
いる。このため、容器３０の内部の空間Ｓ１と流路部材１０の流路１１とが取付部１６に
よって連通する。
【００７３】
　濾過を行う前の状態、即ち、容積が可変する前の状態における容器３０の空間Ｓ１の容
積は、流路部材１０の流路１１の容積よりも大きい。また、濾過を行った後、容積が可変
した後の状態における容器３０の空間Ｓ１の容積は、流路部材１０の流路１１の容積より
も小さい。例えば、容積が可変する前の状態とは、容器３０の空間Ｓ１が最大容積を有す
る状態を意味する。容積が可変した後の状態とは、容器３０が最大まで可変し、変形しな
くなった状態を意味する。実施の形態１では、容器３０の空間Ｓ１の容積は、例えば、０
～５ｍｌで変化する。
【００７４】
　空間Ｓ１は、容器３０が流路部材１０に取り付けられる部分を除いて、閉じられている
。具体的には、空間Ｓ１は、容器３０が流路部材１０の一端Ｔ１に取り付けられる部分の
みが開かれている。言い換えると、空間Ｓ１は、流路部材１０の流路１１と連通している
部分のみが開かれている。
【００７５】
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　実施の形態１では、容器３０は、シリンジで構成されている。具体的には、容器３０は
、外筒３１と、外筒３１の内部を移動可能なプランジャー３２と、を備える。また、プラ
ンジャー３２の先端には、ガスケットが取り付けられている。このような構成により、空
間Ｓ１の容積をより簡単に変化させることができる。
【００７６】
　容器３０は、外筒３１の内部とプランジャー３２によって、容積可変な空間Ｓ１を形成
している。例えば、容器３０においては、外筒３１の内部に配置されたプランジャー３２
を押すことによって、外筒３１の内部に形成された空間Ｓ１の容積を小さくすることがで
きる。これにより、容器３０内部の空間Ｓ１に収容された液体６０を、流路部材１０の流
路１１に供給することができる。また、容器３０においては、外筒３１の内部に配置され
たプランジャー３２を引くことによって、外筒３１の内部に形成された空間Ｓ１の容積を
大きくすることができる。これにより、容器３０内部の空間Ｓ１に液体６０を収容するこ
とができる。
【００７７】
［濾過方法］
　濾過装置１Ａを用いた濾過方法について、図５及び図６Ａ～図６Ｅを用いて説明する。
図５は、本発明に係る実施の形態１の濾過方法のフローチャートの一例を示す。図６Ａ～
図６Ｅは、それぞれ、本発明に係る実施の形態１の濾過方法の工程の一例を示す。
【００７８】
　図５及び図６Ａに示すように、ステップＳＴ１１において、濾過装置１Ａを準備する。
ステップＳＴ１１では、容器３０の内部の空間Ｓ１に濾過対象物６１を含む液体６０を収
容した状態で、濾過装置１Ａを準備する。
【００７９】
　例えば、ステップＳＴ１１では、濾過対象物６１を含む液体６０は、容器３０とは別の
保存容器に保存されており、濾過開始前に保存容器から容器３０の内部の空間Ｓ１に、濾
過対象物６１を含む液体６０を移動する。保存容器から容器３０への液体６０の移動は、
例えば、容器３０の空間Ｓ１の容積を変化させて保存容器に収容された液体６０を吸引す
ることによって行ってもよい。そして、液体６０を収容した容器３０を流路部材１０の一
端Ｔ１の取付部１６に取り付ける。これにより、容器３０の内部の空間Ｓ１に濾過対象物
６１を含む液体６０を収容した状態で、濾過装置１Ａを準備する。
【００８０】
　図５及び図６Ｂに示すように、ステップＳＴ１２において、容器３０の空間Ｓ１の容積
を変化させることによって、容器３０に収容された液体６０を流路部材１０の流路１１に
供給する。具体的には、容器３０のプランジャー３２を外筒３１の先端に向かう方向Ｄ１
へ押すことによって、容器３０の内部の空間Ｓ１の容積を小さくする。これにより、容器
３０の内部に収容された液体６０が、流路部材１０の流路１１に供給される。
【００８１】
　また、ステップＳＴ１２は、濾過フィルタ２０に液体６０を通過させるステップＳＴ１
３を含む。ステップＳＴ１３においては、容器３０の内部に収容された液体６０が流路部
材１０の流路１１に供給されると、濾過対象物６１が濾過フィルタ２０で捕捉され、液体
６０が濾過フィルタ２０を通過する。そして、図６Ｃに示すように、濾過が終了すると、
流路１１の容積と等しい液量の濾過対象物６１を含む液体６０が流路１１の内部に残る。
実施の形態１では、流路１１の容積が０．４ｍｌであるため、流路１１内部には、０．４
ｍｌ以下の微量の濾過対象物６１を含む液体６０が残る。
【００８２】
　図５及び図６Ｄに示すように、ステップＳＴ１４において、回収器具４０によって、流
路１１内の濾過対象物６１を回収する。回収器具４０は、例えば、先端に注射針を有する
シリンジで構成される。
【００８３】
　具体的には、ステップＳＴ１４において、回収器具４０の注射針をキャップ１５に貫通
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させて、回収孔１４内に配置する。次に、図６Ｅに示すように、回収器具４０であるシリ
ンジのプランジャーを引くことによって、流路部材１０の流路１１に残っている濾過対象
物６１を液体６０と共に回収器具４０の内部に吸引する。これにより、流路１１内に残っ
た濾過対象物６１を含む液体６０を回収する。
【００８４】
　回収器具４０を用いた濾過対象物６１を含む液体の回収方法の一例について、図６Ｆ及
び図６Ｇを用いて説明する。図６Ｆ及び図６Ｇは、濾過方法の回収工程の一例を示す拡大
図である。なお、図６Ｆ及び図６Ｇにおいては、説明を容易にするため、容器３０、濾過
対象物６１及び液体６０の図示を省略している。図６Ｆに示すように、回収孔１４は、蓋
部材１５ａによって塞がれている。蓋部材１５ａは、流路部材１０の内部に取り付けられ
ており、回収孔１４の内部に位置する。蓋部材１５ａの厚みは、例えば、１０μｍ～１ｍ
ｍである。蓋部材１５ａは、例えば、シリコンゴムで形成されている。
【００８５】
　流路部材１０の流路１１内の液体６０を回収する際には、図６Ｇに示すように、回収器
具４０の注射針４１を蓋部材１５ａに貫通させる。これにより、注射針４１の先端を流路
部材１０の流路１１内に配置する。次に、流路１１内に残った濾過対象物６１を含む液体
６０を回収器具４０に吸引することによって、液体６０を回収する。
【００８６】
［効果］
　実施の形態１に係る濾過装置１Ａ及び濾過方法によれば、以下の効果を奏することがで
きる。
【００８７】
　濾過装置１Ａは、流路部材１０と、流路部材１０の内部に取り付けられる濾過フィルタ
２０と、流路部材１０に取り付けられる容器３０とを備える。容器３０は、濾過対象物６
１を含む液体６０を収容する容積可変な空間Ｓ１を内部に有する。流路部材１０は、流路
１１及び流路１１の途中で流路１１の延びる方向と交差する方向に開口する開口１３が内
部に形成されており、且つ容器３０が取り付けられ、容器３０の内部の空間Ｓ１と流路１
１とを連通する取付部１６を有する。濾過フィルタ２０は、流路部材１０の内部に取り付
けられ、開口１３に位置する。
【００８８】
　このような構成により、所望の液量の濾過を行うことが可能となる。濾過装置１Ａでは
、濾過対象物６１を含む液体６０を収容する容器３０と、濾過フィルタ２０が取り付けら
れた流路部材１０との間を接続する配管を備えなくてもよいため、濾過すべき液体６０の
液量を少なくすることができる。即ち、濾過装置１Ａでは、微量の濾過、例えば、１ｍｌ
以下の液量の濾過を行うことが可能となる。
【００８９】
　また、濾過装置１Ａは、配管及びポンプなどによって循環系を構成しなくてもよいため
、簡素な構成で濾過を行うことができる。更に、容器３０と流路部材１０との間に配管を
備えなくてもよいため、容器３０から流路部材１０の流路１１への液体６０の移動距離が
短くなり、移動による濾過対象物６１の損傷を抑制することができる。
【００９０】
　濾過装置１Ａにおいて、容器３０の内部には、濾過対象物６１を含む液体６０を収容す
る容積可変な空間Ｓ１が形成されているため、濾過する液体６０の液量の制御が容易とな
る。
【００９１】
　濾過装置１Ａにおいて、流路部材１０は、一端Ｔ１と他端Ｔ２とを有している。流路部
材１０の一端Ｔ１には、容器３０が取り付けられる取付部１６が設けられている。また、
流路部材１０の他端Ｔ２には、閉鎖部材１２が設けられている。このような構成により、
流路部材１０の流路１１の一端Ｅ１で、容器３０の内部の空間Ｓ１と流路１１と取付部１
６によって連通する。また、流路部材１０の流路１１の他端Ｅ２が閉鎖部材１２によって
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閉鎖される。これにより、開口１３に位置する濾過フィルタ２０に液体６０を容易に通過
させることができる。
【００９２】
　濾過装置１Ａにおいて、流路部材１０の流路１１の容積を所望の大きさに設計すること
によって、所望の液量の濾過対象物６１を含む液体６０を回収することができる。即ち、
流路部材１０の流路１１の容積を、最終的に回収したい濾過対象物６１を含む液体６０の
液量に基づいて設計することによって、液体６０の回収を容易に行うことができる。また
、濾過装置１Ａにおいては、例えば、１ｍｌ以下の微量の液量の濾過を行うことが可能と
なる。
【００９３】
　濾過装置１Ａにおいて、濾過フィルタ２０が位置する開口１３は、流路部材１０の流路
１１の延びる方向と交差する方向に設けられている。このような構成により、容器３０か
ら流路１１に供給される液体の流れに沿って濾過フィルタ２０を配置することができる。
これにより、濾過フィルタ２０の目詰まりを抑制することができる。
【００９４】
　濾過装置１Ａにおいて、流路部材１０の流路１１には、濾過対象物６１を回収するため
の回収孔１４が設けられている。このような構成により、濾過終了後に流路部材１０の流
路１１内の濾過対象物６１を回収器具４０によって、容易に回収することができる。
【００９５】
　濾過装置１Ａにおいては、濾過対象物６１として細胞を濾過することが好ましい。濾過
装置１Ａは、容器３０内部の容積可変な空間Ｓ１に収容された液体６０を流路部材１０の
流路１１に供給することによって、濾過フィルタ２０に液体６０を通過させて濾過を行っ
ている。また、容器３０内部の空間Ｓ１は、流路部材１０に取り付けられる部分、即ち流
路１１と連通する部分を除いて閉じられている。このように、濾過装置１Ａでは、閉鎖系
で濾過を行える構成となっているため、雑菌などが侵入しにくく、汚染がされにくいとい
う効果がある。
【００９６】
　また、細胞は、変形しやすい。濾過装置１Ａでは、ポンプなどにより配管を通過するよ
うに液体６０を送液する必要がなく、細胞にかかる圧力を低減することができる。このた
め、細胞が変形して濾過フィルタ２０の貫通孔２３を通過してしまうことを抑制すること
、即ち、回収率が低下することを抑制することができる。
【００９７】
　濾過装置１Ａを用いた濾過方法においても、上述した濾過装置１Ａの効果を奏すること
ができる。
【００９８】
　なお、実施の形態１では、濾過フィルタ２０は金属製多孔膜である例を説明したが、こ
れに限定されない。濾過フィルタ２０は、液体６０に含まれる濾過対象物６１を濾過する
ことができるものであればよく、例えば、メンブレン等の他のフィルタであってもよい。
【００９９】
　実施の形態１では、流路１１は、断面が円形に形成されている例を説明したが、これに
限定されない。流路１１は、例えば、断面が矩形、楕円、半円などであってもよい。
【０１００】
　実施の形態１では、流路部材１０と閉鎖部材１２とが別々の部材で構成される例につい
て説明しているが、これに限定されない。流路部材１０と閉鎖部材１２とは、一体で形成
されていてもよい。
【０１０１】
　実施の形態１では、開口１３は、流路１１の中央部分の側壁から流路部材１０の底面に
向かって流路部材１０の内部に設けられている例について説明したが、これに限定されな
い。開口１３は、流路１１に接続されていればよく、設ける位置は限定されない。同様に
、回収孔１４についても、流路１１の中央部分の側壁から流路部材１０の上面に向かって
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流路部材１０の内部に設けられているが、この位置に限定されない。
【０１０２】
　実施の形態１では、容器３０はシリンジである例を説明したが、これに限定されない。
容器３０は、濾過対象物６１を含む液体６０を収容する容積可変な空間Ｓ１を内部に形成
したものであればよい。例えば、液体６０に接触している容器３０の内壁の少なくとも一
部が移動可能であればよい。容器３０は、移動可能な内壁を移動させることにより、液体
６０を流路部材１０の流路１１に供給可能であればよい。なお、実施の形態１においては
、図６Ａ～図６Ｅに示すシリンジ（容器３０）のプランジャー３２における液体６０に接
触する部分が、容器３０の移動可能な内壁に相当する。
【０１０３】
　図７は、本発明に係る実施の形態１の変形例の濾過装置１Ｂの概略構成図である。図７
に示すように、濾過装置１Ｂは、可撓性を有する袋で構成された容器３０ａを備えていて
もよい。濾過装置１Ｂでは、容器３０ａを変形させることによって、容器３０ａの内壁の
少なくとも一部を移動させ、容器３０ａの空間Ｓ１に収容された液体６０を流路部材１０
の流路１１に供給する。このような構成により、容器３０ａの内部に収容された液体６０
を流路部材１０の流路１１に供給し、濾過を行うことができる。
【０１０４】
　実施の形態１では、回収器具４０により流路部材１０の流路１１内に残った濾過対象物
６１を回収する例について説明したが、これに限定されない。例えば、濾過終了後に、キ
ャップ１５を外し、第１容器３０のプランジャー３２を引くことによって、流路部材１０
の流路１１内部に残った濾過対象物６１を微量の液体６０と共に回収してもよい。
【０１０５】
　実施の形態１では、濾過対象物６１が細胞である例を説明したが、これに限定されない
。濾過対象物６１は、液体６０から分離したいものであればよい。
【０１０６】
（実施の形態２）
　本発明に係る実施の形態２の濾過装置について説明する。
【０１０７】
　実施の形態２では、主に実施の形態１と異なる点について説明する。実施の形態２にお
いては、実施の形態１と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また
、実施の形態２では、実施の形態１と重複する記載は省略する。
【０１０８】
　図８は、本発明に係る実施の形態２の濾過装置１Ｃの概略構成図である。図８に示すよ
うに、実施の形態２では、流路部材１０の他端Ｔ２に容器５０を取り付けている点が、実
施の形態１と異なる。
【０１０９】
　実施の形態２では、流路部材１０の一端Ｔ１に取り付けられる容器３０を第１容器３０
とし、第１容器３０の内部の空間Ｓ１を第１空間Ｓ１とし、取付部１６を第１取付部１６
とする。また、流路部材１０の他端Ｔ２に取り付けられる容器５０を第２容器５０とする
。
【０１１０】
＜第２容器＞
　第２容器５０は、濾過対象物６１を含む液体６０を収容する容器である。第２容器５０
の内部には、第１容器３０内部の第１空間Ｓ１から流路１１を介して移動してきた濾過対
象物６１を含む液体６０を収容する容積可変な第２空間Ｓ２が形成されている。実施の形
態２では、第２容器５０の第２空間Ｓ２の容積は、例えば、０～５ｍｌで変化する。
【０１１１】
　実施の形態２では、第１容器３０と同様に、第２容器５０は、シリンジで構成されてい
る。具体的には、第２容器５０は、外筒５１と、外筒５１の内部を移動可能なプランジャ
ー５２と、を備える。また、プランジャー５２の先端には、ガスケットが取り付けられて
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いる。
【０１１２】
　第２容器５０は、外筒５１の内部とプランジャー５２によって、容積可変な第２空間Ｓ
２を形成している。例えば、第２容器５０においては、外筒５１の内部に配置されたプラ
ンジャー５２を押すことによって、外筒５１の内部に形成された第２空間Ｓ２の容積を小
さくすることができる。これにより、第２容器５０内部の第２空間Ｓ２に収容された液体
６０を、流路部材１０の流路１１に供給することができる。また、第２容器５０において
は、外筒５１の内部に配置されたプランジャー５２を引くことによって、外筒５１の内部
に形成された第２空間Ｓ２の容積を大きくすることができる。これにより、第１容器３０
内部の第１空間Ｓ１から流路１１を介して移動してきた液体６０を、第２容器５０内部の
第２空間Ｓ２に収容することができる。
【０１１３】
　実施の形態２では、流路部材１０の他端Ｔ２には、第２容器５０が取り付けられ、第２
容器５０の内部の第２空間Ｓ２と流路部材１０の流路１１とを連通する第２取付部１７が
設けられている。第２取付部１７は、第１取付部１６の構成と同様の構成を有するため、
説明を省略する。
【０１１４】
　濾過装置１Ｃにおいては、第１容器３０から流路部材１０の流路１１を介して第２容器
５０へ濾過対象物６１を含む液体６０を移動させ、第２容器５０から流路部材１０の流路
１１を介して第１容器３０へ液体６０を移動させることによって、クロスフロー濾過を行
う。
【０１１５】
［濾過方法］
　濾過装置１Ｃを用いた濾過方法について、図９及び図１０Ａ～図１０Ｇを用いて説明す
る。図９は、本発明に係る実施の形態２の濾過方法のフローチャートの一例を示す。図１
０Ａ～図１０Ｇは、それぞれ、本発明に係る実施の形態２の濾過方法の工程の一例を示す
。
【０１１６】
　図９及び図１０Ａに示すように、ステップＳＴ２０において、濾過装置１Ｃを準備する
。ステップＳＴ２０では、第１容器３０の内部の第１空間Ｓ１に濾過対象物６１を含む液
体６０を収容した状態で、濾過装置１Ｃを準備する。また、第２容器５０では、プランジ
ャー５２の先端のガスケットを流路１１の他端Ｅ２の位置に配置しておく。即ち、第２容
器５０の内部の第２空間Ｓ２が最も小さくなるようにしておく。
【０１１７】
　図９及び図１０Ｂに示すように、ステップＳＴ３０において、第１容器３０の第１空間
Ｓ１の容積を変化させることによって、第１容器３０に収容された液体６０を流路部材１
０の流路１１に供給する。具体的には、第１容器３０のプランジャー３２を外筒３１の先
端に向かう方向Ｄ２へ押すことによって、第１容器３０の内部の第１空間Ｓ１の容積を小
さくする。これにより、第１容器３０の内部に収容された液体６０が、流路部材１０の流
路１１に供給される。
【０１１８】
　また、ステップＳＴ３０は、第１容器３０に収容された液体６０を、流路部材１０の流
路１１を介して第２容器５０に移動させるステップＳＴ３１を含む。ステップＳＴ３１に
おいては、第２容器５０のプランジャー５２を外筒５１の先端に向かう方向と反対方向Ｄ
３に引くことによって、第２容器５０の内部の第２空間Ｓ２の容積を大きくする。これに
より、第１容器３０からの液体６０が、流路部材１０の流路１１を介して、第２容器５０
の内部に移動する。
【０１１９】
　また、ステップＳＴ３０は、濾過フィルタ２０に液体６０を通過させるステップＳＴ３
２を含む。ステップＳＴ３２においては、第１容器３０の内部に収容された液体６０が流
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路部材１０の流路１１に供給されると、濾過対象物６１が濾過フィルタ２０で捕捉され、
流路１１を流れる液体６０の一部が濾過フィルタ２０を通過する。
【０１２０】
　ステップＳＴ３０は、図１０Ｃに示すように、第１容器３０の内部からすべての液体６
０が流路部材１０の流路１１と第２容器５０へ供給されるまで行われる。
【０１２１】
　このように、ステップＳＴ３０においては、濾過対象物６１を含む液体６０を第１容器
３０から第２容器５０に向かって流路１１内を移動させると共に、濾過フィルタ２０に液
体６０の一部を通過させている。これにより、ステップＳＴ３０においては、クロスフロ
ー濾過を行っている。
【０１２２】
　次に、図９及び図１０Ｄに示すように、ステップＳＴ４０において、第２容器５０の第
２空間Ｓ２の容積を変化させることによって、第２容器５０に収容された液体６０を流路
部材１０の流路１１に供給する。具体的には、第２容器５０のプランジャー５２を外筒５
１の先端に向かう方向Ｄ４へ押すことによって、第２容器５０の内部の第２空間Ｓ２の容
積を小さくする。これにより、第２容器５０の内部に収容された液体６０が、流路部材１
０の流路１１に供給される。
【０１２３】
　また、ステップＳＴ４０は、第２容器５０に収容された液体６０を、流路部材１０の流
路１１を介して第１容器３０に移動させるステップＳＴ４１を含む。ステップＳＴ４１に
おいては、第１容器３０のプランジャー３２を外筒３１の先端に向かう方向と反対方向Ｄ
５に引くことによって、第１容器３０の内部の第１空間Ｓ１の容積を大きくする。これに
より、第２容器５０からの液体６０が、流路部材１０の流路１１を介して、第１容器３０
の内部に移動する。
【０１２４】
　また、ステップＳＴ４０は、濾過フィルタ２０に液体６０を通過させるステップＳＴ４
２を含む。ステップＳＴ４２においては、第２容器５０の内部に収容された液体６０が流
路部材１０の流路１１に供給されると、濾過対象物６１が濾過フィルタ２０で捕捉され、
流路１１を流れる液体６０の一部が濾過フィルタ２０を通過する。
【０１２５】
　ステップＳＴ４０は、第２容器５０の内部からすべての液体６０が流路部材１０の流路
１１と第１容器３０へ供給されるまで行われる。
【０１２６】
　このように、ステップＳＴ４０においては、濾過対象物６１を含む液体６０を第２容器
５０から第１容器３０に向かって流路１１内を移動させると共に、濾過フィルタ２０に液
体６０の一部を通過させている。
【０１２７】
　図９及び図１０Ｅに示すように、ステップＳＴ５０においては、第１容器３０及び第２
容器５０から流路部材１０の流路１１へ全ての液体６０が移動するまで、ステップＳＴ３
０とステップＳＴ４０を繰り返す。
【０１２８】
　図９、図１０Ｆ及び図１０Ｇに示すように、ステップＳＴ６０においては、実施の形態
１のステップＳＴ１４と同様に、回収器具４０によって、流路１１内の濾過対象物６１を
回収する。
【０１２９】
［効果］
　実施の形態２に係る濾過装置１Ｃ及び濾過方法によれば、以下の効果を奏することがで
きる。
【０１３０】
　濾過装置１Ｃは、流路部材１０の一端Ｔ１に取り付けられる第１容器３０と、流路部材
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１０の他端Ｔ２に取り付けられる第２容器５０とを備える。また、第１容器３０の内部に
は、濾過対象物６１を含む液体６０を収容する容積可変な第１空間Ｓ１が形成されている
。第２容器５０の内部には、濾過対象物６１を含む液体６０を収容する容積可変な第２空
間Ｓ２が形成されている。
【０１３１】
　このような構成により、第１容器３０から流路部材１０の流路１１を介して第２容器５
０へ濾過対象物６１を含む液体６０を移動させること、及び第２容器５０から流路部材１
０の流路１１を介して第１容器３０へ濾過対象物６１を含む液体６０を移動させることが
できる。また、液体６０が流路部材１０の流路１１を通過する際に、液体６０の一部を開
口１３に位置する濾過フィルタ２０によって濾過することができる。
【０１３２】
　このように、濾過装置１Ｃでは、濾過対象物６１を含む液体６０を、流路部材１０の流
路１１を介して、第１容器３０と第２容器５０とを往復移動させながら、濾過フィルタ２
０によってクロスフロー濾過を行うことができる。
【０１３３】
　濾過装置１Ｃでは、第１容器３０の第１空間Ｓ１及び第２容器５０の第２空間Ｓ２から
すべての液体６０が流路１１に移動するまで、液体６０を、流路部材１０の流路１１を介
して第１容器３０と第２容器５０とを複数回往復移動させている。このような構成により
、実施の形態１と比べて、濾過対象物６１にかかる圧力を低減することができる。
【０１３４】
　なお、実施の形態２では、第１容器３０及び第２容器５０は、それぞれ、シリンジであ
る例について説明したが、これに限定されない。
【０１３５】
　図１１は、本発明に係る実施の形態２の変形例の濾過装置１Ｄの概略構成図である。図
１１に示すように、濾過装置１Ｄは、シリンジで構成される第１容器３０と、可撓性を有
する袋で構成された第２容器５０ａと、を備えていてもよい。濾過装置１Ｄでは、第１容
器３０のプランジャー３２を押すと、液体６０が流路部材１０の流路１１を介して第２容
器５０ａへ移動する。第２容器５０ａの第２空間Ｓ２は、第１容器３０から第２容器５０
ａに向かって移動してくる液体６０の圧力によって膨張する。そして、第１容器３０のプ
ランジャー３２を引くと、第２容器５０ａから流路１１を介して第１容器３０へ液体６０
が移動する。このような構成により、第１容器３０の第１空間Ｓ１の容積を変化させるこ
とによって、第２容器５０ａの第２空間Ｓ２の容積を連動して変化させることができる。
これにより、より簡単に濾過を行うことができる。
【０１３６】
　図１２は、本発明に係る実施の形態２の別の変形例の濾過装置１Ｅの概略構成図である
。図１２に示すように、濾過装置１Ｅは、可撓性を有する袋で構成された第１容器３０ａ
及び第２容器５０ａを備えていてもよい。濾過装置１Ｅにおいても、濾過装置１Ｄと同様
の効果を奏することができる。
【０１３７】
　実施の形態２では、ステップＳＴ５０において、第１容器３０の第１空間Ｓ１及び第２
容器５０の第２空間Ｓ２から流路１１へすべての液体６０が移動するまで、ステップＳＴ
３０とステップＳＴ４０とを繰り返す例について説明したが、これに限定されない。例え
ば、ステップＳＴ５０は、第１容器３０及び第２容器５０の内部に液体６０が残った状態
で、濾過を終了してもよい。
【０１３８】
（実施例１）
　実施の形態２に係る濾過装置１Ｃを用いて、以下の条件で濾過実験を行った。
【０１３９】
・液量　　　　　　：５ｍｌ（５×１０４個の細胞を含む）
・初期濃度　　　　：1×１０４個／ｍｌ
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・目標溶液量　　　：０．３ｍｌ以下
・シリンジの押圧力：約１．６Ｎ
・細胞種　　　　　：ＨＬ－６０
・培養液　　　　　：ＲＰＭＩ１６４０（Ｌ－グルタミン含有）培地
　　　　　　　　　　（１０ｖｏｌ％のウシ胎児血清と１ｖｏｌ％の
　　　　　　　　　　ペニシリン―ストレプトマイシンとを含む培養液）
【０１４０】
　実施例１においては、第１容器３０の内部の第１空間Ｓ１から第２容器５０の内部の第
２空間Ｓ２への液体６０の移動と、第２容器５０の内部の第２空間Ｓ２から第１容器３０
の内部の第１空間Ｓ１への液体６０の移動と、をそれぞれ１回として、液体６０の移動回
数をカウントした。
【０１４１】
　実施例１においては、２７回目の液体６０の移動で、第１容器３０及び第２容器５０内
部のすべての液体６０が流路部材１０の流路１１に移動し、０．３ｍｌ以下の液量の濾過
対象物６１を含む液体６０を回収することができた。
【０１４２】
（実施の形態３）
　本発明に係る実施の形態３の濾過装置について説明する。
【０１４３】
　実施の形態３では、主に実施の形態２と異なる点について説明する。実施の形態３にお
いては、実施の形態２と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また
、実施の形態３では、実施の形態２と重複する記載は省略する。
【０１４４】
　図１３は、本発明に係る実施の形態３の濾過装置１Ｆの概略構成図である。図１３に示
すように、実施の形態３では、流路部材１０ａの内部において、濾過フィルタ２０が配置
される流路７３の断面積が他の流路７１，７２の断面積と比べて小さくなっている点が、
実施の形態２と異なる。
【０１４５】
　実施の形態３では、流路部材１０ａは、第１流路部材７０と、第１流路部材７０と着脱
可能に嵌合する第２流路部材８０とを備える。また、濾過フィルタ２０は、保持具９０に
保持されることによって、第２流路部材８０の内部に取り付けられ、第２流路部材８０の
凸面８１に設けられた開口８２に位置する。
【０１４６】
　流路部材１０ａの一端Ｔ１には、第１取付部１６を介して第１容器３０が取り付けられ
ている。流路部材１０ａの他端Ｔ２には、第２取付部１７を介して第２容器５０が取り付
けられている。
【０１４７】
　流路部材１０ａの内部においては、第１流路７１、第２流路７２及び第３流路７３が形
成されている。第１流路７１は、第１容器３０の第１空間Ｓ１と連通する。第２流路７２
は、第２容器５０の第２空間Ｓ２と連通する。第３流路７３は、濾過フィルタ２０が配置
され、且つ第１流路７１と第２流路７２との間に設けられる。第１流路７１と第３流路７
３とは、第１接続部７１ａを介して接続されている。第２流路７２と第３流路７３とは、
第２接続部７２ａを介して接続されている。
【０１４８】
　濾過する部分に相当する第３流路７３は、第１流路７１及び第２流路７２よりも断面積
が小さく形成されている。実施の形態３では、第１流路７１及び第２流路７２は、断面積
が同じになるように形成されている。なお、本明細書において、断面積とは、流路が延び
る方向と直交する方向に流路を切断したときの流路断面積を意味する。
【０１４９】
　以下、流路部材１０ａについて詳細に説明する。
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【０１５０】
　図１４Ａは、本発明に係る実施の形態３の流路部材１０ａの概略構成を示す斜視図であ
る。図１４Ｂは、濾過装置１Ｆにおいて、第１流路部材７０に第２流路部材８０を取り付
ける概略構成を示す斜視図である。図１５は、図１４ＡをＡ－Ａ線で切断した断面図を示
す。なお、図１４Ａ、図１４Ｂ及び図１５では、説明を容易にするため図１３に示す流路
部材１０ａを上下逆さまにして示している。
【０１５１】
　図１４Ａ及び図１５に示すように、濾過装置１Ｆは、第１流路部材７０と、第１流路部
材７０と着脱可能に嵌合する第２流路部材８０と、第２流路部材８０に取り付けられる濾
過フィルタ２０とを備える。実施の形態３においては、濾過フィルタ２０は、保持具９０
をねじ等で締結することにより第２流路部材８０に取り付けられている。
【０１５２】
　図１４Ｂに示すように、本実施の形態３では、第２流路部材８０は、第１流路部材７０
に対してＹ１方向にスライド移動させることで取り付けられる。
【０１５３】
　図１５に示すように、濾過装置１Ｆにおいて、第１流路７１と第２流路７２と第３流路
７３とが形成されている。第１流路７１及び第２流路７２は、貫通孔で形成されている。
第１流路７１と第３流路７３とは、第１接続部７１ａを介して接続されている。第２流路
７２と第３流路７３とは、第２接続部７２ａを介して接続されている。濾過する部分に相
当する第３流路７３は、第１流路７１及び第２流路７２よりも断面積が小さく形成されて
いる。
【０１５４】
＜第１流路部材＞
　図１６Ａは、本発明に係る実施の形態３の濾過装置１Ｆにおける第１流路部材７０の概
略構成を示す斜視図である。図１６Ｂは、図１６ＡをＢ１－Ｂ１線で切断した断面図であ
る。図１６Ｃは、図１６ＡをＢ２－Ｂ２線で切断した断面図である。図１６Ａ、図１６Ｂ
及び図１６Ｃでは、説明を容易にするため図１３に示す第１流路部材７０を上下逆さまに
して示している。
【０１５５】
　図１６Ａから図１６Ｃに示すように、第１流路部材７０は、外壁面７４から内部方向に
窪んだ凹部７５、凹部７５の凹面７６に開口７７ａを有する溝部７７、及び溝部７７と接
続される貫通孔で形成される第１流路７１及び第２流路７２を有する。また、第１流路部
材７０は、溝部７７と第１流路７１とを接続する第１接続部７１ａ、及び溝部７７と第２
流路７２とを接続する第２接続部７２ａを有する。具体的には、第１流路部材７０は、平
坦な外壁面７４から内部方向（＋Ｚ方向）に窪んだ凹部７５を有すると共に、内部に第１
流路７１及び第２流路７２を有する。また、第１流路部材７０の外壁面７４の反対側の外
壁面は、外壁面７４と平行に形成されている。第１流路７１は－Ｘ方向に延在して形成さ
れ、第２流路７２は＋Ｘ方向に延在して形成されている。これにより、第１流路部材７０
の高さ（Ｚ方向の長さ）を小さくすることができる。また、第１流路７１及び第２流路７
２は、円管形状に形成されている。
【０１５６】
　第１流路部材７０の凹部７５の凹面７６は、平坦面を形成している。また、凹部７５の
凹面７６には、第１流路７１及び第２流路７２に接続される溝部７７が設けられている。
溝部７７は、凹状に形成されている。溝部７７は、凹部７５の凹面７６において開口７７
ａを有する。また、溝部７７は、直線状に設けられている。実施の形態３では、溝部７７
は、Ｙ方向に切断した断面が半円形状に形成されている。また、溝部７７は、Ｘ方向に直
線状に延びている。
【０１５７】
　第１流路７１及び第２流路７２は、溝部７７に接続される。第１流路７１は、第１接続
部７１ａを介して溝部７７に接続される。第２流路７２は、第２接続部７２ａを介して溝
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部７７に接続される。第１流路７１と溝部７７との第１接続部７１ａ、及び第２流路７２
と溝部７７との第２接続部７２ａにおいて、第１流路７１及び第２流路７２の断面積は、
溝部７７に向かうにつれて小さくなっている。具体的には、第１接続部７１ａは、第１流
路７１と、溝部７７の一端とを接続する第１接続斜面７１ａａを形成する。第２接続部７
２ａは、第２流路７２と、溝部７７の他端とを接続する第２接続斜面７２ａａを形成する
。第１接続斜面７１ａａは、第１流路７１を狭める方向に傾斜している。第２接続斜面７
２ａａは、溝部７７を広げる方向に傾斜している。
【０１５８】
　第１流路部材７０は、凹部７５の側面において、凹部７５と後述する凸部８７とが嵌合
する凹部嵌合面７８を有する。凹部嵌合面７８は、凹部７５の凹面７６に対して傾斜した
斜面で形成されている。本実施の形態３では、凹部嵌合面７８は、第１斜面７８ａと、第
２斜面７８ｂとを有する。第１斜面７８ａと凹面７６とが成す角度θ１、及び第２斜面７
８ｂと凹面７６とが成す角度θ２は、例えば４５度に形成されている。
【０１５９】
　図１６Ｂ及び図１６Ｃに示すように、凹部嵌合面７８には、第１流路部材７０の内側に
向かって窪む切欠部７９ａ，７９ｂが設けられている。具体的には、第１斜面７８ａには
、凹面７６側の端部において、第１流路７１が延びる方向（－Ｘ方向）に向かって切り欠
かれた第１切欠部７９ａが設けられている。第２斜面７８ｂには、凹面７６側の端部にお
いて、第２流路７２が延びる方向（＋Ｘ方向）に向かって切り欠かれた第２切欠部７９ｂ
が設けられている。第１切欠部７９ａはＺ軸に対して＋Ｘ方向に例えば２度傾斜して形成
され、第２切欠部７９ｂはＺ軸に対して－Ｘ方向に例えば２度傾斜して形成されている。
【０１６０】
　また、第３流路７３と交差する方向の凹部７５の側面は開放されている。本実施の形態
３では、第３流路７３と直交する方向（Ｙ方向）の凹部７５の側面は開放されている。こ
れにより、図１４Ｂに示すように、第１流路部材７０と第２流路部材８０とを嵌合させる
際、凹部７５において開放された方向の側面から第２流路部材８０を溝部７７の延びる方
向（Ｘ方向）と交差（例えば、直交）する方向（Ｙ１方向）にスライドして第１流路部材
７０に挿入することができる。このとき、図１５に示すように、第１切欠部７９ａ及び第
２切欠部７９ｂに対して、後述する第２流路部材８０の第１突設部８５ａ及び第２突設部
８５ｂが嵌合した状態で、第２流路部材８０が第１流路部材７０にスライド移動する。第
２流路部材８０を第１流路部材７０に対してスライド移動させることで、第２流路部材８
０を第１流路部材７０に対して容易に着脱することができる。なお、図において第１切欠
部７９ａ及び第２切欠部７９ｂは誇張して示されている。
【０１６１】
　第１流路部材７０は、例えば、アクリル樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポ
リフェニレンサルファイド樹脂（ＰＰＳ）等で形成される。
【０１６２】
　実施の形態３では、回収孔１４は、第１流路部材７０に設けられており、第３流路７３
に接続している。
【０１６３】
＜第２流路部材＞
　図１７Ａは、本発明に係る実施の形態３の流路部材１０ａにおける第２流路部材８０の
概略構成を示す断面図である。図１７Ｂは、本発明に係る実施の形態３の流路部材１０ａ
における第２流路部材８０を凸面８１側から見た場合の概略構成を示す図である。図１７
Ａ及び図１７Ｂは、濾過フィルタ２０を取り付けた第２流路部材８０の概略構成を示す図
である。図１７Ａ及び図１７Ｂでは、説明を容易にするため図１３に示す第２流路部材８
０を上下逆さまにして示している。
【０１６４】
　第２流路部材８０は、第１流路部材７０の凹部７５に着脱可能に嵌合する凸部８７を有
する。凹部７５と凸部８７とは、例えばねじ等の別部材を介さずに着脱可能に嵌合する。
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図１７Ａ及び図１７Ｂに示すように、第２流路部材８０において、凹部７５の凹面７６と
接触する、第２流路部材８０の凸部８７の凸面８１は、平坦面を形成している。第２流路
部材８０には、溝部７７に配置される凸部８７の凸面８１に開口８２を有する排出流路８
３がＺ方向に延在して設けられている。開口８２には、濾過フィルタ２０が位置している
。
【０１６５】
　第２流路部材８０は、凸部８７の側面において、凹部７５と凸部８７とが嵌合する凸部
嵌合面８４を有する。凸部嵌合面８４は、凹部７５の凹面７６と接触する凸部８７の凸面
８１に対して傾斜した斜面で形成されている。本実施の形態３では、凸部嵌合面８４は、
第３斜面８４ａと、第４斜面８４ｂとを有する。第３斜面８４ａは第１斜面７８ａと嵌合
し、第４斜面８４ｂは第２斜面７８ｂと嵌合する。
【０１６６】
　凸部嵌合面８４には、第２流路部材８０の外側に向かって突設し、切欠部７９ａ，７９
ｂと嵌合する突設部８５ａ，８５ｂが設けられている。具体的には、第３斜面８４ａには
第１流路部材７０の第１切欠部７９ａと嵌合する第１突設部８５ａが設けられ、第４斜面
８４ｂには、第２切欠部７９ｂと嵌合する第２突設部８５ｂが設けられている。第１突設
部８５ａは、－Ｘ方向に突出して形成され、第２突設部８５ｂは＋Ｘ方向に突出して形成
されている。第１突設部８５ａの斜面はＺ軸に対して＋Ｘ方向に例えば２度傾斜して形成
され、第２突設部８５ｂの斜面はＺ軸に対して－Ｘ方向に例えば２度傾斜して形成されて
いる。なお、図において第１突設部８５ａ及び第２突設部８５ｂは誇張して示されている
。
【０１６７】
　次に、第１流路部材７０の凹部７５と第２流路部材８０とが嵌合した状態について、図
１５を用いて説明する。第２流路部材８０は、第１突設部８５ａを第１切欠部７９ａに嵌
合させ第２突設部８５ｂを第２切欠部７９ｂに嵌合させることで、着脱可能に第１流路部
材７０に取り付けられている。これにより、第２流路部材８０を第１流路部材７０からＺ
方向に外れにくくすることができる。このとき、第１流路部材７０と第２流路部材８０と
は、凹部７５の凹面７６（図１６Ａ参照）と凸部８７の凸面８１（図１７Ａ参照）とを面
接触させて嵌合している。さらに、第１流路部材７０と第２流路部材８０とは、第１斜面
７８ａと第３斜面８４ａとを面接触させ、第２斜面７８ｂと第４斜面８４ｂとを面接触さ
せて嵌合している。また、第１流路部材７０の外壁面７４と、第２流路部材８０において
凸部８７の凸面８１に対向する外壁面８６とは、同一平面を形成している。
【０１６８】
　図１５に示すように、第１流路部材７０の溝部７７の開口７７ａに第２流路部材８０の
凸部８７の凸面８１が配置されることによって第３流路７３が形成される。すなわち、溝
部７７は、第２流路部材８０が第１流路部材７０の凹部７５に嵌合することで、第３流路
７３を形成している。第３流路７３は、第２流路部材８０の排出流路８３の開口８２に位
置する濾過フィルタ２０に面して、Ｘ方向に延在して形成されている。
【０１６９】
　第３流路７３は、第１接続部７１ａを介して第１流路７１に接続され、且つ第２接続部
７２ａを介して第２流路７２に接続される。具体的には、第３流路７３は、第１接続部７
１ａの第１接続斜面７１ａａを介して第１流路７１に接続され、且つ第２接続部７２ａの
第２接続斜面７２ａａを介して第２流路７２に接続される。第１接続斜面７１ａａ及び第
２接続斜面７２ａａは、第１流路７１及び第２流路７２の断面積が第３流路７３に近づく
につれて小さくなるように傾斜して形成される。これにより、第１流路７１から第３流路
７３に流れる液体、及び第３流路７３から第２流路７２に流れる液体の流速変化が急激に
なることを抑制することができる。
【０１７０】
　図１８は、本発明に係る実施の形態３の流路部材１０ａの一部を濾過フィルタ２０が配
置される位置で切断した縦断面図である。図１８に示すように、第３流路７３は、断面積
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が第１流路７１及び第２流路７２の断面積よりも小さくなるように形成されている。具体
的には、濾過フィルタ２０が配置される第３流路７３の断面積は、第１流路７１の断面積
よりも小さい。すなわち、第３流路７３において、濾過フィルタ２０が配置される部分の
断面積は、第１流路７１の断面積よりも小さい。また、第３流路７３は、円管形状を成す
第１流路７１及び第２流路７２の半分の断面積を有する。すなわち、第３流路７３は、第
１流路７１と同一方向（Ｘ方向）に延在すると共に、断面が半円形状の半円管形状に形成
されている。第３流路７３の断面形状が、第１流路７１及び第２流路７２の断面形状の下
半分の形状と同じであることによって、第１流路７１から第３流路７３に流れる液体、及
び第３流路７３から第２流路７２に流れる液体の流速変化が急激になることを抑制するこ
とができる。また、第１流路７１及び第２流路７２を円管形状に形成して第３流路７３を
半円管形状に形成することで、底に濾過対象物が溜まることを抑制することができる。
【０１７１】
　第２流路部材８０は、例えば、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、
ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）等で形成される。第１流路部材７０及び第２流
路部材８０の組合せとして、例えば、以下の４つの例が挙げられる。第１の組合せにおい
て、第１流路部材７０はポリスチレン、第２流路部材８０はポリプロピレンで形成される
。第２の組合せにおいて、第１流路部材７０はアクリル樹脂、第２流路部材８０はポリア
セタールで形成される。第３の組合せにおいて、第１流路部材７０はポリスチレン、第２
流路部材８０はポリエーテルエーテルケトンで形成される。第２の組合せにおいて、第１
流路部材７０はポリフェニレンサルファイド樹脂、第２流路部材８０はポリエーテルエー
テルケトンで形成される。
【０１７２】
　第１流路部材７０及び第２流路部材８０の素材の組合せとして、好ましい組合せは第１
の組合せである。第１の組合せにより、第１流路部材７０及び第２流路部材８０において
、加工性及び生体適合性を向上させることができる。さらに、第１の組合せにおいて、第
１流路部材７０及び第２流路部材８０は透明性が高いため、第２流路部材８０を第１流路
部材７０から取り外すことなく、内部を流れる流体の様子を容易に観察することができる
。また、第１流路部材７０と第２流路部材８０とを異なる材料で形成することにより、第
１流路部材７０の耐衝撃性及び耐摩耗性を向上させると共に、第２流路部材８０を軟らか
い部材で形成して第１流路部材７０に対して容易に嵌合させることができる。
【０１７３】
　図１９は、図１８の濾過フィルタ２０の拡大断面図である。図１９に示すように、保持
部２２は、濾過フィルタ２０の外周部分を第２主面ＰＳ２側に曲げて形成されている。保
持部２２は、フィルタ部２１において曲がり始まる位置から濾過フィルタ２０の外縁側の
部分である。実施の形態３において、保持部２２は、第１曲げ部２２ｂａと、第２曲げ部
２２ｂｂとを有する。第１曲げ部２２ｂａは、フィルタ部２１の第２主面ＰＳ２側に曲が
る部分である。第２曲げ部２２ｂｂは、第１曲げ部２２ｂａよりも濾過フィルタ２０の外
縁側に形成され、且つフィルタ部２１の延在方向Ｄ１０に曲がる部分である。実施の形態
３において、第１曲げ部２２ｂａは、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１から第２主面ＰＳ
２の方向へ曲げられている。また、第２曲げ部２２ｂｂは、フィルタ部２１の第１主面Ｐ
Ｓ１及び第２主面ＰＳ２と平行に曲げられている。したがって、第１曲げ部２２ｂａから
第２曲げ部２２ｂｂの間の部分において、保持部２２は、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ
１から第２主面ＰＳ２の方向へ延びている。また、第２曲げ部２２ｂｂより濾過フィルタ
２０の外縁側の部分において、保持部２２は、フィルタ部２１の延在方向Ｄ１０、即ち、
フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１及び第２主面ＰＳ２と平行に延びている。濾過フィルタ
２０のフィルタ部２１の延在方向Ｄ１０とは、濾過フィルタ２０の外縁側に向かう方向及
び、濾過フィルタ２０の外縁と反対側の方向を含む。実施の形態３においては、上述した
ように、保持部２２の第２曲げ部２２ｂｂは、第１曲げ部２２ｂａよりも濾過フィルタ２
０の外縁側に向かう方向に曲げられている。なお、第１曲げ部２２ｂａ及び第２曲げ部２
２ｂｂは、例えば、円弧状に曲げられた部分であってもよいし、鈍角に折り曲げられた部
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分であってもよい。
【０１７４】
　濾過フィルタ２０は、第２流路部材８０の第１枠部８８と、保持具９０の第２枠部９１
とで挟持される。
【０１７５】
＜第１枠部＞
　第１枠部８８は、第２流路部材８０の内部に形成され、保持具９０の第２枠部９１との
間で濾過フィルタ２０の保持部２２を挟持する部分である。具体的には、第１枠部８８は
、排出流路８３の側壁から突設して形成されている。第１枠部８８は、環状（例えば、円
環状）に形成されており、濾過フィルタ２０の保持部２２を間に挟んで、保持具９０の第
２枠部９１を受けるように構成されている。第１枠部８８は、フィルタ部２１と保持部２
２との境界よりも濾過フィルタ２０の外縁側に位置し、濾過フィルタ２０の第１主面ＰＳ
１側の保持部２２に接触している。フィルタ部２１と保持部２２との境界は、濾過フィル
タ２０の外周部分において第２主面ＰＳ２側に曲がり始める位置である。実施の形態３に
おいて、第１枠部８８は、第１曲げ部２２ｂａの曲げ位置から延在方向Ｄ１０に位置して
おり、濾過フィルタ２０の第１主面ＰＳ１側において、保持部２２に接触しているが、フ
ィルタ部２１に接触していない。実施の形態３では、保持具９０をＺ方向から見たとき、
第１枠部８８で囲われたスペースが排出流路８３の開口８２として機能している。
【０１７６】
＜第２枠部＞
　第２枠部９１は、保持具９０の外壁面に設けられ、第１枠部８８との間で濾過フィルタ
２０の保持部２２を挟持する部分である。具体的には、第２枠部９１は、円筒状に形成さ
れている。また、第２枠部９１の内周部分には、濾過フィルタ２０のフィルタ部２１の一
部に向かって突出する第１段差部９１ａが設けられている。第２枠部９１は、濾過フィル
タ２０の保持部２２を間に挟んで、第１枠部８８の内側に配置されている。第２枠部９１
においては、第１枠部８８の内側に、第１段差部９１ａがはめ込まれるように構成されて
いる。即ち、第２枠部９１は、濾過フィルタ２０の第２主面ＰＳ２側において、保持部２
２とフィルタ部２１の一部とにまたがって接触している。
【０１７７】
　第２枠部９１は、第１段差部９１ａによって、第２主面ＰＳ２から第１主面ＰＳ１の方
向へフィルタ部２１を押し出すことによって、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１の位置を
規定することができる。
【０１７８】
　第１段差部９１ａは、フィルタ部２１の一部に向かって突出しており、接触面９１ａａ
によってフィルタ部２１を第２主面ＰＳ２から第１主面ＰＳ１の方向へ押し出している。
フィルタ部２１は、第２主面ＰＳ２側において第２枠部９１に接触するが、第１主面ＰＳ
１側における第１枠部８８に接触しない。第１枠部８８によってフィルタ部２１の位置が
制限されないので、第２枠部９１の第１段差部９１ａの高さｈ１を変えることによって、
フィルタ部２１の保持位置を自由に決定することができる。即ち、第２枠部９１の第１段
差部９１ａの高さｈ１を変えることによって、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１の位置を
自由に決定することができる。本明細書において、第１段差部９１ａの高さｈ１とは、第
２枠部９１の第１段差部９１ａの第１接触面９１ａａと、第２枠部９１の第２接触面９１
ａｂとの間の距離を意味する。
【０１７９】
　実施の形態３においては、フィルタ部２１の第１主面ＰＳ１と凸面８１とが略同一面と
なるように、第１段差部９１ａの高さを決定している。具体的には、第１段差部９１ａの
高さｈ１は、第１枠部８８の第３接触面８８ａｂと、凸面８１との間の距離ｈ２に略等し
くなっている。ここで、略等しいとは、距離ｈ１と距離ｈ２との差が±１０％の範囲内に
あることを意味する。
【０１８０】
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［動作］
　次に、濾過対象物６１を含む液体６０を濾過するときの濾過装置１Ｆの動作について、
図２０を用いて説明する。図２０は、図１３の濾過装置１Ｆにおいて濾過対象物６１を含
む液体６０が流路部材１０ａ内の流路を流れる様子の一例を示す断面図である。図２０に
示すように、第１容器３０の第１空間Ｓ１の容積を変化させることによって、第１容器３
０に収容された液体６０を流路部材１０ａの第１流路７１に供給する。具体的には、第１
容器３０のプランジャー３２を外筒３１の先端に向かう方向Ｄ６へ押すことによって、第
１容器３０の内部の第１空間Ｓ１の容積を小さくする。このとき、第２容器５０のプラン
ジャー５２を外筒５１の先端に向かう方向と反対方向Ｄ７に引くことによって、第２容器
５０の内部の第２空間Ｓ２の容積を大きくする。これにより、第１容器３０の第１空間Ｓ
１に収容された液体６０が、順に第１流路７１、第３流路７３及び第２流路７２を通って
、第２容器５０の第２空間Ｓ２に移動する。
【０１８１】
　濾過装置１Ｆでは、濾過フィルタ２０が第３流路７３に配置される。このため、液体６
０が第３流路７３を通過する際に、クロスフロー濾過が行われる。具体的には、濾過対象
物６１が濾過フィルタ２０で捕捉され、第３流路７３を流れる液体６０の一部が濾過フィ
ルタ２０を通過し、排出流路８３から排出される。そして、第３流路７３を流れる残りの
液体６０が第２流路７２に流れる。
【０１８２】
　このとき、第３流路７３の断面積は第１流路７１及び第２流路７２の断面積よりも小さ
いため、第３流路７３を流れる液体６０の速度Ｖ３は、第１流路７１及び第２流路７２を
流れる液体６０の速度Ｖ１，Ｖ２よりも速くなっている。
【０１８３】
　また、第１流路７１と溝部７７とを接続する第１接続部７１ａ、及び第２流路７２と溝
部７７とを接続する第２接続部７２ａにおいて、第１流路７１及び第２流路７２の断面積
は、溝部７７に向かうにつれて小さくなっている。このため、第１流路７１から第３流路
７３に流れる液体６０、及び第３流路７３から第２流路７２に流れる液体６０の流速変化
が急激になることを抑制することができる。
【０１８４】
　また、第１流路部材７０と第２流路部材８０とは、凹部７５の凹面７６と凸部８７の凸
面８１とを面接触させて嵌合している。このため、第３流路７３を流れる液体６０は、凹
面７６を通じて外部に漏出することを抑制されている。また、第１流路部材７０と第２流
路部材８０とは、凹部嵌合面７８と凸部嵌合面８４とを面接触させて嵌合している。具体
的には、第１流路部材７０と第２流路部材８０とは、第１斜面７８ａと第３斜面８４ａ、
及び第２斜面７８ｂと第４斜面８４ｂを面接触させて嵌合している。このため、第３流路
７３を流れる液体６０は、凹部嵌合面７８を通じて外側に漏出することを抑制されている
。
【０１８５】
［効果］
　実施の形態３に係る濾過装置１Ｆによれば、以下の効果を奏することができる。
【０１８６】
　濾過装置１Ｆでは、流路部材１０ａは、第１流路部材７０と、第２流路部材８０とを備
える。第１流路部材７０は、外壁面７４から内部方向に窪んだ凹部７５と、凹部７５の凹
面７６に開口７７ａを有する溝部７７と、溝部７７と接続される貫通孔で形成される第１
流路７１及び第２流路７２と、を有する。また、第１流路部材７０は、溝部７７と第１流
路７１とを接続する第１接続部７１ａと、溝部７７と第２流路７２とを接続する第２接続
部７２ａと、を有する。第２流路部材８０は、第１流路部材７０の凹部７５に着脱可能に
嵌合する凸部８７を有すると共に、第１流路部材７０の溝部７７に配置される凸部８７の
凸面８１に開口８２を有する排出流路８３が設けられている。流路部材１０ａにおいては
、第１流路部材７０の溝部７７の開口７７ａに第２流路部材８０の凸部８７の凸面８１が
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配置されることによって第３流路７３が形成されている。第３流路７３は、第１接続部７
１ａを介して第１流路７１に接続され、且つ第２接続部７２ａを介して第２流路７２に接
続されている。第３流路７３の断面積は、第１流路７１及び第２流路７２の断面積よりも
小さい。濾過フィルタ２０は、第３流路７３に配置されている。第１容器３０の第１空間
Ｓ１は、第１流路７１と連通し、第２容器５０の第２空間Ｓ２は、第２流路７２と連通す
る。
【０１８７】
　このような構成により、濾過フィルタ２０が配置される第３流路７３を流れる液体６０
の速度を第１流路７１及び第２流路７２に比べて速くすることができる。これにより、濾
過フィルタ２０への濾過対象物６１の目詰まりを抑制することができる。また、濾過対象
物６１が細胞である場合、細胞の活性の低下や細胞の破損を抑制できる。
【０１８８】
　また、流路部材１０ａは第１流路部材７０と第２流路部材８０とに分離して形成してい
るため、第２流路部材８０の形状を変更することによって、第３流路７３の断面積を容易
に変更することができる。例えば、第２流路部材８０の凸部８７の凸面８１に突設した部
分を設け、当該部分を溝部７７の下端部（－Ｚ方向の端部）周辺まで延在して形成するこ
とによって、第３流路７３の断面積をより小さくすることができる。また、第１流路部材
７０及び第２流路部材８０によって、第３流路７３を容易に形成することができる。また
、第１流路部材７０の第１外壁面７４の反対側の第２外壁面を載置面に置くことで、第２
流路部材８０を第１流路部材７０から取り外した際、第１流路部材７０に濾過対象物６１
を含む液体６０を溜めたまま濾過対象物６１の観察及びサンプリングを行うことができる
。また、溝部７７から、濾過対象物６１を含む液体６０を容易に回収することができる。
【０１８９】
　第１流路部材７０の凹部７５と第２流路部材８０の凸部８７とは、別部材を介さずに着
脱可能に嵌合してもよい。
【０１９０】
　このような構成により、ねじ等を使用する必要がないため、第１流路部材７０から第２
流路部材８０を容易に着脱することができる。
【０１９１】
　第１流路部材７０は、凹部７５の側面において、凹部７５と凸部８７とが嵌合する凹部
嵌合面７８を有する。第２流路部材８０は、凸部８７の側面において、凹部７５と凸部８
７とが嵌合する凸部嵌合面８４を有する。凹部嵌合面７８には、第１流路部材７０の内側
に向かって窪む切欠部７９ａ，７９ｂが設けられる。凸部嵌合面８４には、第２流路部材
８０の外側に向かって突設し、切欠部７９ａ，７９ｂと嵌合する突設部８５ａ，８５ｂが
設けられる。第２流路部材８０は、突設部８５ａ，８５ｂを切欠部７９ａ，７９ｂに嵌合
させることで、第１流路部材７０に着脱可能に取り付けられる。
【０１９２】
　このような構成により、第２流路部材８０を第１流路部材７０により容易に着脱可能に
取り付けることができる。
【０１９３】
　凹部嵌合面７８は、凹部７５の凹面７６に対して傾斜した面で形成される。凸部嵌合面
８４は、凹部７５の凹面７６と接触する凸部８７の凸面８１に対して傾斜した面８４ａ，
８４ｂで形成される。第１流路部材７０と第２流路部材８０とは、凹部嵌合面７８と凸部
嵌合面８４とを面接触させて嵌合する。
【０１９４】
　このような構成により、凹部７５の側面において、第１流路部材７０と第２流路部材８
０との接触面積を増加させることができる。このため、第３流路７３を流れる液体６０の
漏出をより抑制することができる。
【０１９５】
　第１流路部材７０の凹部７５の凹面７６は、平坦面で形成される。第２流路部材８０の
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凸部８７の凸面８１は、平坦面で形成される。第１流路部材７０と第２流路部材８０とは
、凹部７５の凹面７６と凸部８７の凸面８１とを面接触させて嵌合する。
【０１９６】
　このような構成により、凹部７５の凹面７６において、第１流路部材７０と第２流路部
材８０との接触面積を増加させることができる。このため、第１流路部材７０を流れる流
体の漏出をより抑制することができる。
【０１９７】
　濾過フィルタ２０は、互いに対向する第１主面ＰＳ１と第２主面ＰＳ２とを有する。第
１主面ＰＳ１は、第３流路７３側に配置され、第２主面ＰＳ２は、排出流路８３側に配置
される。第１主面ＰＳ１と凸面８１とは面一である。
【０１９８】
　このような構成により、濾過フィルタ２０近傍の液体６０の速度を増加させることがで
きる。
【０１９９】
　濾過フィルタ２０は、第２流路部材８０に取り付けられる。
【０２００】
　このような構成により、第２流路部材８０を第１流路部材７０から取り外して濾過フィ
ルタ２０の交換を容易に行うことができる。
【０２０１】
　溝部７７は、直線状に設けられる。
【０２０２】
　このような構成により、溝部７７で形成される第３流路７３を通過する液体６０の流速
を増加させることができる。
【０２０３】
　なお、実施の形態３では、第１流路７１及び第２流路７２は、断面積が同じになるよう
に形成されている例を説明したが、これに限定されない。第１流路７１及び第２流路７２
の断面積は、互いに異なっていてもよい。
【０２０４】
　実施の形態３では、第１流路部材７０が１つの凹部７５を有するとしたが、これに限定
されない。図２１は、変形例の流路部材１０ｂの概略構成を示す断面図である。図２１に
示すように、第１流路部材７０ｂは、凹部７５ａを複数形成してもよい。第１流路部材７
０ａは、それぞれの凹部７５ａに対して、濾過フィルタ２０が取り付けられた第２流路部
材８０と嵌合している。このような構成により、複数の濾過フィルタ２０で濾過対象物６
１を含む液体６０を濾過することができる。このため、濾過効率をより向上させることが
できる。
【０２０５】
　実施の形態３では、第１斜面７８ａと凹面７６とが成す角度θ１、及び第２斜面７８ｂ
と凹面７６とが成す角度θ２は、４５度に形成されているとしたが、これに限定されない
。θ１及びθ２は４５度に限定されない。また、θ１及びθ２は互いに異なる角度であっ
てもよい。
【０２０６】
　実施の形態３では、第１切欠部７９ａは第１斜面７８ａにおける凹面７６側の端部に設
けられ、第２切欠部７９ｂは第２斜面７８ｂにおける凹面７６側の端部に設けられるとし
たが、これに限定されない。第１切欠部７９ａは第１斜面７８ａの凹面７６側の端部以外
の第１斜面７８ａに設けられてもよい。第２切欠部７９ｂは第２斜面７８ｂの凹面７６側
の端部以外の第２斜面７８ｂに設けられていてもよい。
【０２０７】
　実施の形態３では、第１切欠部７９ａは、Ｚ軸に対して＋Ｘ方向に２度傾斜して形成さ
れ、第２切欠部７９ｂはＺ軸に対して－Ｘ方向に２度傾斜して形成されているとしたが、
これに限定されない。また、第１突設部８５ａは、Ｚ軸方向に対して＋Ｘ方向に２度傾斜
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して形成され、第２突設部８５ｂはＺ軸に対して－Ｘ方向に２度傾斜して形成されている
としたが、これに限定されない。第１切欠部７９ａ、第２切欠部７９ｂ、第１突設部８５
ａ、及び第２突設部８５ｂの傾斜角度は２度に限定されない。
【０２０８】
　実施の形態３では、第２流路部材８０には、１つの開口８２が設けられる例を説明した
が、これに限定されない。図２２は、変形例の流路部材１０ｃの概略構成を示す断面図で
ある。図２２に示すように、第２流路部材８０ａは、開口８２ａを有する排出流路８３ａ
を複数形成し、それぞれの排出流路８３ａの開口８２ａに対して濾過フィルタ２０が取り
付けられてもよい。このような構成により、複数の濾過フィルタ２０で濾過対象物６１を
含む液体６０を濾過することができる。このため、濾過効率を向上させることができる。
【０２０９】
　実施の形態３では、第１流路部材７０の外壁面７４と、第２流路部材８０において凸面
８１に対向する外壁面８６とは、同一平面を形成し、第１流路部材７０の第１外壁面７４
と反対側の第２外壁面は第１外壁面７４と平行に形成されているとしたが、これに限定さ
れない。例えば、第２流路部材８０の外壁面８６は、第１流路部材７０の外壁面７４より
も＋Ｚ方向に高く形成されていてもよい。また、第１流路部材７０の第２外壁面は、第１
外壁面７４と異なる形状であってもよく、例えば曲面に形成されていてもよい。
【０２１０】
　実施の形態３では、第１流路７１と溝部７７とを接続する第１接続部７１ａ、及び第２
流路７２と溝部７７とを接続する第２接続部７２ａにおいて、第１流路７１及び第２流路
７２の断面積は、溝部７７に向かうにつれて小さくなっている例を説明したが、これに限
定されない。第３流路７３の断面積が第１流路７１及び第２流路７２の断面積よりも小さ
くなるように、第１流路部材７０と第２流路部材８０とが嵌合すれば、他の構成であって
もよい。
【０２１１】
　図２３は、変形例の流路部材１０ｄの概略構成を示す断面図である。図２３に示すよう
に、第１流路部材７０ｂの凹部７５ｂと第２流路部材８０ｂとが嵌合した状態で、第２流
路部材８０ｂの凸部嵌合面８４ａａ，８４ｂａの一部が第１流路７１ｂ及び第２流路７２
ｂの断面積を小さくするように、第３流路７３ａが形成されてもよい。即ち、第１流路７
１ｂと第３流路７３ａとを接続する第１接続部７１ｃは、第２流路部材８０の凸部嵌合面
８４ａａで形成されていてもよい。第２流路７２ｂと第３流路７３ａとを接続する第２接
続部７２ｃは、第２流路部材８０の凸部嵌合面８４ｂａで形成されていてもよい。
【０２１２】
　この構成によっても、濾過フィルタ２０への濾過対象物６１の目詰まりを抑制すること
ができる。また、濾過対象物６１が細胞である場合、細胞の活性の低下や細胞の破損を抑
制できる。また、第２流路部材８０ｂの形状を変更することによって、第３流路７３ａの
形状を容易に変更することができる。例えば、第２流路部材８０ｂを溝部７７の下端部（
－Ｚ方向の端部）に向かって延在して形成することによって、第３流路７３ａの断面積を
より小さくすることができる。
【０２１３】
　実施の形態３では、第２流路７２と溝部７７との第２接続部７２ａにおいて、第２流路
７２の断面積は、溝部７７に向かうにつれて小さくなっているとしたが、これに限定され
ない。例えば、第２流路７２、第２接続部７２ａ、及び第３流路７３は、同じ断面積で形
成されていてもよい。これによっても、第１流路７１において液体６０の速度の増加を抑
制すると共に、濾過フィルタ２０に面する第３流路７３において液体６０の速度を増加さ
せることができる。
【０２１４】
　実施の形態３では、凹部嵌合面７８には切欠部７９ａ，７９ｂが設けられており、凸部
嵌合面８４には突設部８５ａ，８５ｂが設けられているとしたが、これに限定されない。
例えば、凹部嵌合面７８に突設部を設けて、凸部嵌合面８４に切欠部を設けた構成であっ
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てもよい。これによっても、凹部７５と凸部８７とをより容易に嵌合させることができる
。
【０２１５】
　実施の形態３では、濾過フィルタ２０は、第２流路部材８０に取り付けられる例につい
て説明したが、これに限定されない。濾過フィルタ２０は、第３流路７３に配置されてい
ればよく、例えば、濾過フィルタ２０は、第１流路部材７０に取り付けられていてもよい
。
【０２１６】
　実施の形態３では、第２流路部材８０は、突設部８５ａ，８５ｂを切欠部７９ａ，７９
ｂに嵌合させることで、第１流路部材７０に着脱可能に取り付けられる例について説明し
たが、これに限定されない。第２流路部材８０は、第１流路部材７０に螺合して着脱可能
に取り付けられてもよい。
【０２１７】
　実施の形態３では、流路部材１０ａにおいて、凹部嵌合面７８は、凹部７５の凹面７６
に対して傾斜した斜面で形成され、凸部嵌合面８４は、凹部７５の凹面７６と接触する凸
部８７の凸面８１に対して傾斜した斜面で形成される例について説明したが、これに限定
されない。例えば、図２４に示すような流路部材１０ｅの構成であってもよい。図２４に
示すように、第１流路部材７０ｃの凹部嵌合面は、第１嵌合面７８ｃと、第２嵌合面７８
ｄとを有する。第１嵌合面７８ｃ及び第２嵌合面７８ｄは、傾斜して形成されていない。
具体的には、第１嵌合面７８ｃ及び第２嵌合面７８ｄは、第３流路７３が延びる方向に直
交する方向（Ｚ方向）に形成される。第２流路部材８０ｃの凸部嵌合面は、第３嵌合面８
４ｃと、第４嵌合面８４ｄとを有する。第３嵌合面８４ｃ及び第４嵌合面８４ｄは、傾斜
して形成されていない。具体的には、第３嵌合面８４ｃ及び第４嵌合面８４ｄは、第３流
路７３が延びる方向に直交する方向（Ｚ方向）に形成される。
【０２１８】
　第１嵌合面７８ｃには、第１流路７１が延びる方向（－Ｘ方向）に向かって切り欠かれ
た第１切欠部７９ｃが設けられている。第２嵌合面７８ｄには、凹面７６側の端部におい
て、第２流路７２が延びる方向（＋Ｘ方向）に向かって切り欠かれた第２切欠部７９ｄが
設けられている。第３嵌合面８４ｃには第１流路部材７０ｃの第１切欠部７９ｃと嵌合す
る第１突設部８５ｃが設けられ、第４嵌合面８４ｄには、第２切欠部７９ｄと嵌合する第
２突設部８５ｄが設けられている。このような構成によっても、第２流路部材８０ｃを第
１流路部材７０ｃにより容易に着脱可能に取り付けることができる。
【０２１９】
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されている
が、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形
や修正は、添付した特許請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その
中に含まれると理解されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【０２２０】
　本発明の濾過装置は、有核細胞の回収率を向上させることができるため、細胞懸濁液か
ら有核細胞を分離する用途に有用である。
【符号の説明】
【０２２１】
　１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ，１Ｆ　濾過装置
　１０，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ　流路部材
　１１　流路
　１２　閉鎖部材
　１３　開口
　１４　回収孔
　１５　キャップ
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　１６　取付部（第１取付部）
　１７　取付部（第２取付部）
　２０　濾過フィルタ
　２１　フィルタ部
　２２　保持部
　２３　貫通孔
　２４　フィルタ基体部
　３０、３０ａ　容器（第１容器）
　３１　外筒
　３２　プランジャー
　４０　回収器具
　５０、５０ａ　第２容器
　５１　外筒
　５２　プランジャー
　６０　液体
　６１　濾過対象物
　７０，７０ａ，　第１流路部材
　７１，７１ｂ　第１流路
　７１ａ，７１ｃ　第１接続部
　７２，７２ｂ　第２流路
　７２ａ、７２ｃ　第２接続部
　７３，７３ａ　第３流路
　７４　外壁面
　７５，７５ａ，７５ｂ　凹部
　７６　凹面
　７７　溝部
　７７ａ　開口
　７８，７８ａａ，７８ｂａ　凹部嵌合面
　７８ａ　第１斜面
　７８ｂ　第２斜面
　７８ｃ　第１嵌合面
　７８ｄ　第２嵌合面
　７９ａ　第１切欠部
　７９ｂ　第２切欠部
　７９ｃ　第１切欠部
　７９ｄ　第２切欠部
　８０，８０ａ，８０ｂ，８０ｃ　第２流路部材
　８１　凸面
　８２，８２ａ　開口
　８３，８３ａ　排出流路
　８４　凸部嵌合面
　８４ａ　第３斜面
　８４ａａ　凸部嵌合面
　８４ｂ　第４斜面
　８４ｂａ　凸部嵌合面
　８４ｃ　第３嵌合面
　８４ｄ　第４嵌合面
　８５ａ　第１突設部
　８５ｂ　第２突設部
　８５ｃ　第１突設部
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　８５ｄ　第２突設部
　８６　外壁面
　８７　凸部
　８８　第１枠部
　９０　保持具
　９１　第２枠部
　９１ａ　第１段差部
　９１ａａ　第１接触面
　９１ａｂ　第２接触面
　ＰＳ１　第１主面
　ＰＳ２　第２主面
　Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５，Ｄ６、Ｄ７，Ｄ１０　方向
　Ｅ１　流路の一端
　Ｅ２　流路の他端
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